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１．計画策定の背景 

１．１ 多様化・複雑化する環境問題と環境意識の高まり 

蕨市では２００１（平成１３）年３月に「蕨市環境基本条例」を制定、２年後の２００３（平成１５）年

３月には「蕨市環境基本計画」を策定し、市民、事業者、市がそれぞれの立場から環境の保全

及び創造のための取組を進めてきました。 

２０１３（平成２５）年には、第２次となる新たな「蕨市環境基本計画」を策定し、地球規模の環

境問題の解消を視野に入れた持続可能な循環型社会・低炭素社会を目指してきました。 

この間、地球温暖化に伴う気候変動が現実味を帯び、生物多様性の危機が明らかとなり、マ

イクロプラスチックをはじめとした廃棄物問題などが社会経済の課題と相まって多様化・複雑

化してきています。 

そうした中「ＳＤＧｓ」や「カーボンニュートラル」などをキーワードとして人々の意識が高まり、

環境問題の解消に向けて共通目標・共通認識を持つことが世界的な潮流となってきています。 

本市でもこれまでの施策や取組を踏まえつつ、より一層市民、事業者及び行政が協働で、多

様化・複雑化する環境問題に対応することが求められます。 

 

１．２ 国内外の動向 

（１） 地球温暖化・脱炭素 

２０１５（平成２７）年１２月にパリで開催された国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議

（ＣＯＰ２１）が開催され、地球温暖化対策の新たな枠組として「パリ協定」が採択されました。

パリ協定は、世界共通の長期目標として「世界全体の平均気温の上昇を産業革命以前に比

べて２℃未満に抑えるとともに、１．５℃に抑える努力を追求すること」としています。 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）が２０２１（令和３）年８月に公表した「第６次評価

報告書第１作業部会報告書」によると、地球温暖化は人為起源であることに疑う余地はない

ことが確信的に示され、「産業革命前から世界平均気温の上昇は約１℃であり、今後２０年の

うちに１．５℃上昇に達する可能性がある」と指摘しています。 

わが国では、２０２０（令和２）年１０月の臨時国会で菅首相が「２０５０年カーボンニュートラ

ル宣言」を表明し、「温室効果ガス排出量を２０５０年までに実質ゼロにする」脱炭素社会に向

けた取組が加速しつつあります。２０２１（令和３）年４月の気候サミットにおいては、わが国の

２０３０（令和１２）年度の温室効果ガス排出量を２０１３（平成２５）年度比で４６％削減する目

標を表明しました。同年６月に閣議決定された「成長戦略実行計画」に基づき、経済産業省は

関係省庁と連携して「２０５０年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定しまし

た。その枠組として４つの開発・導入フェーズを設定し、民間企業の資金誘導を行うとともに、

規制改革、規格・標準化、国際連携、政策ツールを総動員し、推進しています。同年１０月に

は、「第６次エネルギー基本計画」及び「地球温暖化対策計画」が閣議決定され、再生可能エ

ネルギー導入量が大幅に引き上げられるとともに、２０３０（令和１２）年度４６％削減目標に向

けた施策の展開が示されました。 
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（２） 資源循環 

２０１８（平成３０）年６月に閣議決定された「第四次循環型社会形成推進基本計画」では、

循環分野における基盤整備を行うとともに、持続可能な資源利用に向けた５本柱の取組が

示されました。２０２０（令和２）年１１月に公表された進捗状況点検結果によると、全国の一般

廃棄物排出量は、長期的には順調に減少してきているものの、短期的には減少量が少なくな

ってきており、更なる取組が必要であると指摘されています。 

２０１９（令和元）年に策定された「プラスチック資源循環戦略」では、２０３０年までにワンウ

ェイプラスチックの累積２５％排出抑制、容器包装の６割のリユース・リサイクル、バイオマス

プラスチックの約２００万トン導入などの目標を掲げ、プラスチック資源循環等の取組（３Ｒ＋

Renewable）が促進されています。 

更に、２０２２（令和 4）年 4 月から、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」

が施行され、事業者に対してプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源

化等の促進、消費者にも、プラスチック使用製品の使用の合理化、適した分別による排出な

どを努めるものとしています。 

また、近年顕在化してきた食品ロスの問題は、国際的にも重要な課題となっています。ま

だ食べられるのに廃棄される食品は、日本では５００万トン以上に上り、世界で飢餓に苦しむ

人々に向けた世界の食糧支援量の約１.２倍に相当するとの報告もあります。食品ロスは資

源の無駄、コストや環境負荷の増大等につながることから、２０１９（令和元）年１０月から「食

品ロスの削減の推進に関する法律」が施行され、国民運動として食品ロスの削減に関する取

組が展開されています。 

 

 

コラム①  地球温暖化と気候変動 

地球温暖化に伴う気候変動は、異常気象の

頻発、台風の大型化、食料生産の危機、水資源

の枯渇、海面上昇による住居地域の喪失など

を引き起こす世界的に深刻な環境問題です。そ

の主な要因は、人間の活動で使用する化石燃

料に起因する二酸化炭素（ＣＯ２）をはじめとし

た温室効果ガスの増加とされています。 

私たち一人ひとりが可能な限り温室効果ガ

ス排出の抑制に向けた取組を実践することが

大切になってきます。 

 
出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 
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（３） ＳＤＧｓ 

２０１５（平成２７）年９月開催

の「国連持続可能な開発サミッ

ト」で採択された「持続可能な開

発のための２０３０アジェンダ」

の中核となる「持続可能な開発

目標」（ＳＤＧｓ：Sustainable 

Development Goals）の達

成に向けた取組が国際的な広

がりを見せています。 

ＳＤＧｓは、２０３０年までの長

期的な開発の指針として、「誰

一人取り残さない」持続可能で

多様性と包摂性のある社会の実現を目指し、社会、経済及び環境の側面から１７の目標（ゴ

ール）を掲げています。 

１７のゴールには、気候変動への対応、資源の持続的な利用（資源循環）、自然環境の保全

など環境に直接関係するものが多く含まれています。 

 

（４） 生物多様性 

２０１０（平成２２）年１０月に開催された生物多様性条約第１０回締約国会議（ＣＢＤ・ＣＯＰ 

１０）において採択された「生物多様性を保全するための戦略計画２０１１－２０２０」と「愛知目

標」は、２０２０年（令和２）までの短期目標として生物多様性の損失を止めるために効果的か

つ緊急な行動を実施するため２０の目標を掲げましたが、２０２１（令和３）年４月に公表された

「地球規模生物多様性概況第５版（ＧＢＯ５）」によると、一部達成と評価されたものの、完全

に達成された愛知目標は一つとしてなく、人と自然の共生する社会を目指すには、土地利用、

農業、淡水、漁業、食料システム、都市とインフラ、気候アクション、ワンヘルスアプローチのテ

ーマでの改革が必要であると説いています。 

愛知目標の採択を受け、わが国では、２０１２（平成２４）年９月に「生物多様性国家戦略 

２０１２－２０２０」を閣議決定し、生物多様性の社会浸透、自然との関係の見直し・再構築、科

学基盤の強化など５つの基本戦略を進めてきましたが、目標未達だったことから、施策を見

直し、次期戦略の策定に向けて検討されています。 

愛知目標に続く新たな世界目標「ポスト２０２０生物多様性枠組」を採択すべく、作業部会

（ＯＥＷＧ）が開催され、議論が交わされているとともに、「自然を保全・回復する活動に資金

の流れを向け直し、自然と人々が繁栄できるようにすることで、世界経済に回復力をもたら

す」ことを目指した自然関連財務情報開示タスクフォース（ＴＮＦＤ）が発表され、国際的な企

業パートナーシップが動き出しています。 

 

出典：「Ｔｈｅ ＳＤＧｓ Weｄｄｉｎｇ Cake」 

（Stockholm Resilience Ｃｅｎｔｒｅ） 

図 1-１ ＳＤＧｓウエディングケーキモデル 
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（５） 新型コロナウイルス感染症の拡大 

２０１９（令和元）年１２月に、新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ-１９）感染症が確認されてから、

またたく間に世界中に感染が拡大し、2020（令和２）年３月には世界保健機関（ＷＨＯ）がパ

ンデミックを表明し、世界各国に対策の強化を訴えてきました。 

２０２０（令和２）年１月に初めて感染が確認された日本でも、感染者が急速に広がり、同年

４月以降、緊急事態宣言等がたびたび発せられ、社会経済に大きな影響を及ぼしてきました。 

こうした状況の中、三密を避ける行動、テレワーク、在宅勤務、オンライン会議、時差出勤な

どが普及するとともに、感染防止措置が備えられた設備を導入する企業も増えています。 

環境の側面からもライフ

スタイルやビジネススタイ

ルの変化に対応することが

求められます。 

 

 

 

（６） 埼玉県の動向 

２０２２（令和４）年２月の埼玉県議会定例会で議決された「埼玉県環境基本計画（第５次）」

では、環境への負荷の少ない持続的に発展できる社会の構築に向け、２１世紀半ばを展望し

た３つの長期目標を掲げるとともに、環境のみならず経済・社会などの諸課題を含めた統合

的な解決に向けた施策を展開しています。 

２０２０（令和２）年３月に策定された「埼玉県地球温暖化対策実行計画（第２期）（区域施策

編）」では、『脱炭素化が進み、気候変動に適応した持続可能な埼玉』を将来像に掲げ、各主

体の協働、脱炭素社会の実現に向けた取組の推進、適応策の推進が展開されています。 
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２．計画の目的 

「蕨市環境基本条例」では、その前文に示しているとおり「みんなで力をあわせ、住みよい、

美しいまちをつくること」を目指しており、本条例第３条の基本理念に基づき、「第３次蕨市環境

基本計画」（以下「本計画」とします。）を策定し、多様化・複雑化する環境問題に対応し、持続可

能な社会を実現するため、地域の実情に適した施策を総合的かつ計画的に推進することを目

的とします。 

なお、国及び埼玉県の関連計画と整合を図ることとします。 

 

 
 

３．計画の期間 

計画の期間は、2023（令和 5）年度から 2032（令和 14）年度の 10年間とします。 

なお、計画期間中において、環境問題や社会情勢の変化等により、必要に応じて計画の見直

しを行うこととします。 

 

 

図 1-２ 計画の期間 

 

 

年度 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

蕨市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）

蕨市気候変動適応計画

第３次蕨市環境基本計画
蕨市環境基本計画

2013～2022

【蕨市環境基本条例における基本理念】 

第３条 環境の保全及び創造は、現在及び将来の市民が潤いと安らぎのある恵み豊かな環

境の恵沢を享受するとともに、人類の存続基盤である環境が将来にわたって維持される

ように適切に推進されなければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、すべての者が環境への負荷を低減することその他の行動を自

主的かつ積極的に行うことによって、自然の物質循環を損なうことなく持続的に発展する

ことができる社会が構築されるように推進されなければならない。 

３ 環境の保全及び創造は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることにかん

がみ、すべての事業活動及び日常生活において推進されなければならない。 
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４．計画の位置づけ 

本計画は、「蕨市環境基本条例」第９条に基づき策定されるものであり、『「コンパクトシティ

蕨」将来ビジョン』の環境関連の部門別計画として位置づけ、各種施策を推進します。 

 

 

蕨市環境基本計画の改定状況（参考） 

第１次蕨市環境基本計画（平成１５年３月）  

環境像『みんなで人と自然との共生を大切にする エコ・コミュニティづくりのまち 「生活快適都市わらび」』 

基本目標 ①みんなでつくるきれいなまち 

③環境への負荷が小さく持続可能な循環型のまち 

⑤エコ・コミュニティづくりのまち 

②安らぎと潤いのある快適で個性のあるまち 

④公害のない健康で安心して暮らせるまち 

第２次蕨市環境基本計画（平成２５年３月）  

環境像『みんなでつくる 人と自然が共生し、地球環境にやさしい コンパクト・エコ・コミュニティ「わらび」』 

基本目標 ①みんなで保つ美しいまち 

③みんなで育む自然共生のまち 

⑤みんなで参加するエコ・コミュニティのまち 

②みんなで取り組むエコライフのまち 

④みんなで守る安心な暮らしのまち 

蕨市 主な関連計画 

【安全・安心、快適】 

蕨市都市計画マスタープラン 

蕨市国土強靱化地域計画 

蕨市地域防災計画 

蕨市景観計画 

【環境施策の横断的な取組】 

蕨市生涯学習推進計画 

蕨市教育振興基本計画 

【資源循環】（戸田市、蕨戸田衛生センター組合との共同計画） 

循環型社会形成推進地域計画 

ごみ処理基本計画                    等 

連携 

整合 

整合 
国 関係法令【関連計画】 

生物多様性基本法 

循環型社会形成推進基本法 

プラスチック資源循環促進法 

食品ロス削減推進法 

【第五次環境基本計画】 

【地球温暖化対策計画】 

【気候変動適応計画】 

【生物多様性国家戦略】 

【第四次循環型社会形成推進基本計画】 

【プラスチック資源循環戦略】 

【食品ロス削減推進計画】      等 

埼玉県 関係法令【関連計画】 

埼玉県生活環境保全条例 

埼玉県自然環境保全条例 

【第５次埼玉県環境基本計画】 

【地球温暖化対策実行計画（第２期）】 等 

「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン 

第３次蕨市環境基本計画 

蕨市地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編・事務事業編） 

蕨市気候変動適応計画 

蕨市環境基本条例 

根拠法令 

【国】 

 環境基本法 

【埼玉県】 

 埼玉県環境基本条例 

気候変動適応法 

地球温暖化対策の 

推進に関する法律 

図 1-３ 計画の位置づけのイメージ 
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５．計画の対象範囲 

本計画の対象範囲は本市全域とします。本計画で対象とする環境区分は次のとおりとします。 

 

表 1-１ 本計画で対象とする環境区分 

区分 キーワード 

地球環境 地球温暖化、温室効果ガス、省エネルギー、再生可能エネルギー、排出抑制（緩

和策）、気候変動及びその対策（適応策） など 

資源循環 ごみの減量、リユース、リサイクル、廃棄物の適正処理 など 

生活環境 典型 7公害対策、景観保全、市街地緑化、ポイ捨て・不法投棄対策 など 

自然環境 公園・緑地の整備、生態系・生物多様性の保全 など 

参画・協働 環境保全活動、環境配慮指針、パートナーシップ、環境教育・環境学習 など 

 

６．計画の推進主体 

本計画を推進する主体は、市民（市民団体）、事業者及び行政のほか、本市に関係するすべ

ての関係者とします。 

 

表 1-２ 本計画の主体と役割 

主体 役割 

市 施策・取組を展開するための調整を行います。 

環境の保全・創造に関する取組を率先して展開し、市民・事業者のイニシアチブ

を発揮します。 

市民・事業者の環境保全活動や環境イベント等を支援します。 

国や県、近隣自治体と連携し、市民・事業者に情報提供を行います。 

事業者 事業活動の中で環境保全の視点を取り入れた環境経営を展開します。 

従業員に対し環境保全活動を奨励します。 

地域や行政が開催する環境イベント等に積極的に参加するとともに支援しま

す。 

市民 一人ひとりが環境の保全・創造に関する取組を実践します。 

家族や地域で環境について話し合い、環境保全活動に貢献します。 

行政や事業者が開催する環境イベント等に参加し、交流を図ります。 
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１．地勢・沿革 

蕨市は、古くから中山道の宿場町として栄え、にぎわいを見せていました。その後、機（はた）

織物のまちとして栄え、経済の基盤を築き、戦後は首都圏の拡大とともに住宅都市として発展

し、現在に至ります。今でも蕨の歴史がしのばれる機まつりや宿場まつりなどの催しが行われて

います。 

市域面積が５．１１平方キロメートルと全国一小さい市であり、人口密度が全国で最も高い市

として知られており、住民どうしの交流も深く、各地区におけるコミュニティ活動や生涯学習活

動などが活発に行われています。 

市内全域が荒川低地の一部となっており、自然堤防となっている微高地が散在する地形分

布となっています。 

 

２．人口・世帯 

2010（平成 22）年から 2021（令和 3）年の人口及び世帯数の推移を見ると、ともに増加傾

向を示しています。一方、1世帯あたりの人員は減少傾向にあり、2021（令和 3）年では 2010

（平成 22）年と比較して 0.19ポイント減少しています。 

「蕨市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」では、国立社会保障・人口問題研究所による本市

の将来推計人口は、総合戦略の施策効果などにより人口の将来展望として 2040（令和 22）

年 71，821人を目指し、転出及び合計特殊出生率の改善を推進しています。 

 

  

図 2-１ 人口・世帯数の推移及び将来推計人口 

出典：統計わらび（市民課）、「蕨市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（2015～2040）」を基に作成 
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人口異動の状況を見ると、増加人口が減少人口を上回っています。特に転入・転出による人

口異動が多く、２０２０（令和２）年では転出を６００人以上上回る転入があります。また、外国人

登録者数も年々増加しており、２０２１（令和３）年３月現在で中国国籍の外国人が、外国人登録

者数全体の６６％を占めています。 

 
人口異動の状況 

 
外国人登録者数の推移 

図 2-２ 人口異動及び外国人登録者数 

出典：統計わらび（市民課） 

 

３．土地利用 

土地利用の推移を見ると、宅地が微増傾向を示す一方、畑、雑種地が微減傾向となっていま

す。２０２１（令和３）年の土地利用では、６1％以上が宅地となっており、畑、（山林）、雑種地は合

わせても 7％程度の状況です。 

 
土地利用の推移 

 
2021（令和 3）年の土地利用状況 

図 2-３ 土地利用の状況 

出典：統計わらび（税務課） 
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４．産業 

商業は、商店数、従業者数ともに減少傾向を示しています。工業は、変動を繰り返しながら

微減傾向を示しています。 

 

 
図 2-４ 商店数及び従業者数の推移 

出典：商業統計調査、経済センサス 

 

 
図 2-５ 事業所数及び従業者数の推移 

出典：工業統計調査 
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５．交通 

本市は、ＪＲ京浜東北線の蕨駅が都心と結ばれているほか、市外複数の駅を利用できる環境

にあります。また、蕨駅発着の路線バスのほか、コミュニティバス「ぷらっとわらび」が市内をき

め細かく運行しています。各駅及びバスの利用者数の推移を見ると、２０１９（令和元）年度まで

増加傾向を示していましたが、２０２０（令和２）年度は大きく減少しています。これは、新型コロ

ナウイルスの感染拡大の影響を受けたものと推察されます。 

道路は、国道１７号が縦断し、旧中山道をはじめとした県道、市道の整備が進んでいます。自

動車の車両登録数は約２３，０００台で前後しており、普通自動車は微減傾向ですが、軽自動車

は微増傾向を示しています。 

 

 
各駅の１日平均乗客数 

 
バス及び蕨市コミュニティバスの利用乗客数 

 
車両登録数 

出典：統計わらび（鉄道：東日本旅客鉄道（株） 

大宮支社総務部企画室、 

バス：国際興業（株）運輸事業部運輸企画課、 

自動車：関東運輸局埼玉運輸支局）、 

コミュニティバス：安全安心推進課 

図 2-６ 交通の状況 
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６．公園 

市内には街区公園が４３か所、近隣公園、地区公園、歴史公園が各１か所、ちびっこ広場が 

１６か所あります。 

 

表 2-１ 公園の状況 

種別 公園名 
面積 

（ｍ2） 
 種別 公園名 

面積 

（ｍ2） 

街
区
公
園 

春日公園 2,522  街
区
公
園 

すずかけ公園 842 

富士見第２公園 5,007  けやき公園 727 

郷南公園 2,270  しいのき公園 886 

わらびりんご公園 2,769  南丁張公園 1,277 

北町ふれあい公園 1,130  三和稲荷公園 929 

北五公園 1,889  いちょう公園 955 

わらび公園 1,913  くすのき公園 330 

北町公園 1,956  つつじ公園 929 

柳橋公園 661  若葉公園 1,693 

野鳥公園 675  みずほ公園 2,044 

金山公園 2,632  さつき公園 1,630 

中央公園 3,780  せせらぎ公園 1,515 

中の宮公園 1,800  末広公園 2,078 

ふるさと土橋公園 4,590  仁中歩公園 527 

下蕨公園 3,006  塚越公園 9,512 

どんぐり公園 1,000  丁張稲荷公園 1,645 

ねむのき公園 1,050  丁張公園 2,155 

西仲公園 2,078  緑川公園 2,612 

あけぼの公園 2,984  あづま公園 1,732 

大荒田交通公園 4,842  近隣公園 富士見公園 13,940 

三和公園 2,664  地区公園 蕨市民公園 32,955 

さくら公園 845  歴史公園 城址公園 3,651 

まつのき公園 1,113  ちびっ子広場 1６か所 ９,８７０ 

はんのき公園 624     
出典：統計わらび（道路公園課） 
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本計画の策定にあたり、前計画（２０１３（平成２５）年度～２０２２（令和４）年度）の進捗状況を

振り返るとともに、市民及び事業者への環境意識調査を実施し、本市の環境現状と環境課題

の抽出を行いました。 

 

１．前計画の進捗状況及び課題の概要 

前計画の進捗状況及び課題の概要は次のとおりです。 

 

表 3-１ 前計画の進捗状況及び課題の概要 

【基本目標１】（まちの美化）みんなで保つ 美しいまち 

 進捗状況 課題 

•クリーンわらび市民

運動参加者数がコ

ロナ禍を経て減少

傾向にある。 

•公園等での自主清

掃活動が特定団体

のみになっている。 

•一部の駐輪場の施

設の老朽化が進ん

でいる。 

 取組方針１ 清潔で美しいまちを保とう 

•広報紙やホームページを活用し、「蕨市さわやか環境条例」の周知徹底を図った。 

•市民参加によるクリーンわらび市民運動や市民団体による公園清掃を実施

し、街なかの美化と意識向上を図った。 

•路上喫煙防止に向けて、路上喫煙禁止路面シートや看板を設置し、啓発を進めた。 

•公衆衛生推進協議会と連携し、市民のごみ出しマナーの向上を図った。 

•「中仙道まちづくり協議会」が指定した景観建築物の修復や、「中仙道蕨宿

まちなみ協定」に基づく建築等に対して助成を行っている。 

 取組方針２ 放置自転車や違法駐車をなくそう 

•放置自転車対策を進め、駅前の放置自転車が減少した。 

【基本目標２】（地球温暖化・資源循環）みんなで取り組む エコライフのまち 

 進捗状況 課題 

•太陽光パネルは、

１５年程度ごとに機

器の更新を行うな

ど、新庁舎に整備す

る設備には継続的

な維持管理を要す

る。 

•引き続き環境マネジ

メントシステムの導

入を検討する。 

 取組方針１ 低炭素型のライフスタイルを実践しよう 

•防犯灯・道路照明灯・公園灯をＬＥＤ照明に変えたほか、新庁舎では太陽光

パネル、空調換気エネルギーを削減するためのエコボイド、雨水利用の設

備等を整備予定。 

•家庭での二酸化炭素排出量削減に向けて、太陽光パネル等の機器設置に

補助金を交付し、２０１３（平成２５）年度から２０２１（令和３）年度まで４９１件

（雨水貯留施設を除く）の実績をあげた。 

•市域の二酸化炭素排出量は２０１３（平成２５）年度と２０１９（令和元）年度を

比較すると２８.６％減少した。 

 取組方針２ 自動車の利用を減らそう 

•２０１９（令和元）年度末からコミュニティバス「ぷらっとわらび」の運行ルート

を拡充した。 

•交通事故多発地区整備工事や道路塗装工事、道路反射鏡の設置を行い、

誰もが安全に移動できる道路整備に努めている。 

 取組方針３ 循環型のライフスタイルを実践しよう 

•地域ぐるみでごみの減量化を進め、１人１日あたりの排出量（事業系ごみを

含む）は、２０１３（平成２５）年度の８６１ｇから２０２１（令和３）年度は７４３ｇに

減少している。 

•ごみの分別徹底を進めているほか、リサイクルの取組を推進している。 

•エコキャップと花苗交換等の取組を通じて、環境意識の向上を図っている。 
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【基本目標３】（緑・自然環境）みんなで育む 自然共生のまち 

 進捗状況 課題 

•市民参加の公園づ

くりは高齢化が進ん

でいる。 

•借用地の相続問

題。 

 取組方針１ 緑豊かな街並みをつくろう 

•公園の樹木や街路樹について適切な維持管理を行っている。 

•市民に対して、生垣設置補助を行っている。 

•花いっぱい運動を展開し、安らぎと交流のあるまちづくりを推進している。 

 取組方針２ 郷土の自然を守り、呼び戻そう 

•６カ所のファミリー菜園を通じて、市民が土に親しむ機会を提供している。 

【基本目標４】（生活環境の健全化）みんなで守る 安心な暮らしのまち 

 進捗状況 課題 

•大気汚染等への対

応にあたり、広域連

携が求められる。 

•事業者への啓発の

強化が必要である。 

 取組方針１ きれいな空気・水を保とう 

•二酸化窒素とベンゼンの大気測定を実施し、監視を継続している。 

•特定事業場等から公共下水道への排水水質検査を実施している。 

•ホームページや広報紙等による生活雑排水対策の啓発を実施している。 

 取組方針２ 静かで穏やかな環境を保とう 

•毎年国道１７号の騒音調査を実施し、道路交通騒音について監視している。 

•相談窓口「環境相談エコ１００番」を設置し、対応を行っている。 

【基本目標５】（協働・環境学習）みんなで参加する エコ・コミュニティのまち 

 進捗状況 課題 

•市民の関心と行政

が発信したい内容

に乖離が生じるとき

がある。 

•環境イベントの拡充

とイベントへの不特

定多数の参加者が

必要である。 

•環境分野における

意見交換の機会が

少ない。 

 取組方針１ 環境について知り、学ぼう 

•環境調査結果等を状況報告書として作成し、ホームページに掲載・公表し

ている。 

•環境フォーラムを通して環境意識を啓発している。 

 取組方針２ 協働の取組を広げよう 

•市民団体「蕨市公衆衛生推進協議会」の町会選出理事が、町内会において

市民に身近な環境、廃棄物問題のリーダーとなっている。 

•公衆衛生推進協議会と連携し、町会単位及び本市全体の環境・廃棄物関

係事業を推進している。 

•町会など各種団体と連携し、街なかの清掃、公園の清掃を実施している。 
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２．市民及び事業者への環境意識調査結果の概要 

本計画の策定にあたり、市民及び事業者に対し環境意識調査を実施して、現在あるいは将

来の環境に関する考えに回答を求めました。 

 

２．１ 調査時期及び集計結果 

調査時期：令和４年９月～１０月 

対象 配布数 回収数 回収率 有効回答数 

市民 ２,０００ ８１７ ４０.９％ ８１５ 

事業者 １００ ２９ ２９.０％ ２４ 

 

２．２ 調査結果の概要 

市民の環境意識調査結果の概要は次のとおりです。 

 

（１） 属性回答（ｎ=８１５） 

〈性別〉 

５６％が女性、４２％が男性の回答とな

っています。 

 
〈年齢〉 

７０歳代が２０％ともっとも回答が多

く、５０歳代、４０歳代、６０歳代と続きま

す。若年層は回答率が低い状況です。 

 
〈居住地区〉 

中央が３１％、塚越が２３％を占め、残

りの地区は１５％程度の回答となってい

ます。 

 
〈居住年数〉 

２１年以上の居住年数が５０％を占め、

２０％が１１年～２０年のお住まいとなって

います。 

 

345 454 16

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性 無回答

8 61 98 129 149 122 162 78 8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18・19歳 20歳代 30歳代
40歳代 50歳代 60歳代
70歳代 80歳代以上 無回答

112 120 251 133 187 12

0% 20% 40% 60% 80% 100%

錦町 北町 中央 南町 塚越 無回答

81 63 88 162 411 10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3年未満 3～5年 6～10年
11～20年 21年以上 無回答
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〈自動車の所有台数と使用頻度〉 

・自動車の所有 

回答者の６１％が自動車を所有してい

ます。 

・所有台数（ｎ=４９５） 

そのうち１台所有している世帯は７５％と

なっています。 

・使用頻度（ｎ=４９５） 

その使用頻度は、ほぼ毎日・おおむね

平日での使用者が４４％を占め、週末使

用者は３６％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311 495 9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

所有していない 所有している 無回答

371 53 8

2

1

60

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1台 2台 3台 4台 5台 無回答

143 77 177 27 71

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほぼ毎日 おおむね平日 おおむね週末

ほぼ使用しない 無回答
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（２） 満足度・重要度（ｎ=８１５） 

身近な環境について、満足度と重要度を項目ごとにおたずねしてクロス集計を行った結果、

美化・景観、自然、生活公害、道路整備などに関連する項目の満足度が低く、重要度が高い

傾向となりました。市民意識はこれらの項目について施策の充実を求めていると考えられま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-１ 重要度・満足度 

 

まちの大きさ（コンパ

クトシティ）
3.7
3.0

自然の豊かさ
3.0
3.7

日当たりの良さ
3.8
4.0

まちの景観
3.0
3.7

まちの美しさ（放置ご

み、ポイ捨てなど）
2.9
4.1

まちの静かさ（道路

騒音・工場騒音な

ど）
3.3
3.9

近隣との関係性
3.5
3.7

コミュニティ活動の充

実
3.2
3.3

生活公害（近隣騒

音・振動、悪臭など）
3.2
3.9

道路の整備状況（老

朽化・幅員・歩道の

整備など）
3.0
3.9

公園や緑地・街路樹

の整備状況
3.3
3.8

下水道の整備状況

（水質悪化、悪臭な

ど）
3.7
4.1

生活の利便性（買物

や公共施設の利用）
3.8
4.1

交通の利便性
3.8
4.1

放置自転車・違法駐

車、        などの

問題
3.3
3.7

ペット飼育のマナー

（ふんの放置など）
3.0
3.8

鳥の群れによる騒音

やふん害など
3.1
3.8

大気汚染の発生頻

度
3.3
3.8

災害に遭う頻度
3.6
4.1

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

重
要
度

高

低

高低 満足度

満足度平均

重
要
度
平
均

※数値は上段：満足度、下段：重要度

【凡例】

●：地球環境に関する取組

●：資源循環に関する取組

●：生活環境に関する取組

●：自然環境に関する取組

●：参画 協働に関する取組
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（３） 将来の蕨市の環境にとって大切だと思うこと 

回答者の意識は「美化・景観」、「交通インフラの整備」、「緑・公園」に対して高い傾向にあ

ると考えられます。 

 

 

図 3-２ 将来の蕨市の環境にとって大切だと思うこと 

 

（４） 今後行政に進めてほしい取組 

自然災害への対応が４２％と最も求められており、公園等の整備が３９％、不法投棄・ごみ

問題対応が３０％、脱炭素化で２７％と続いており、市民では解決できないような対策を求め

る声が多い傾向です。 

 

 

図 3-３ 今後行政に進めてほしい取組 

 

 

 

346

299

293

282

261

213

194

138

137

116

45

23

0 50 100 150 200 250 300 350 400

ごみなどが落ちていないきれいなまち

交通の安全性が確保されたまち

閑静で心おだやかになれるまち

交通の利便性が高いまち

公園や広場などの憩いの場があるまち

街並みや景観が美しいまち

緑が豊かなまち

空気のきれいなまち

地球環境にやさしい取組を進めるまち

地域コミュニティが活発なまち

環境に関する情報提供が充実したまち

その他

n=2,243（複数回答）

337

314

251

234

222

219

161

154

105

93

50

42

38

23

0 100 200 300 400

気候変動の影響による自然災害などへの対策

道路、公園、街路樹の整備

ごみの不法投棄に対する監視の充実

循環型社会（ごみの減量、リサイクル）の推進

地球温暖化対策及び脱炭素化の推進

緑・生き物・空気・水の保全

ペット飼育のマナー向上（ふんの放置など）の推進

環境調査・公害対策（騒音・振動・悪臭など）

国・県・近隣自治体との広域連携の充実

放置自転車・違法駐車対策

環境教育・環境学習の推進

環境に関する情報収集・公開

市民活動団体との連携・支援

その他
n=2,243（複数回答）
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（５） 地球温暖化対策、脱炭素社会、循環型社会の推進で力を入れてほしいこと 

再生可能エネルギー、資源循環、ＬＥＤ照明化、食品ロス削減など、マスメディア等で取り

上げられている項目に関する回答が多い傾向です。また、市民で解決することができない取

組も比較的回答が多い傾向となっています。 

 

 

図 3-４ 地球温暖化対策、脱炭素社会、循環型社会の推進で力を入れてほしいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266

210

206

204

193

173

137

130

123

103

102

98

84

65

62

46

11

0 50 100 150 200 250 300

再生可能エネルギー等の導入・補助

ごみの分別収集強化、資源の再利用

食品ロス削減に向けた支援

ＬＥＤ照明の導入・補助

緑や森林の保全・整備

市民の省エネ対策の促進・各種補助の充実

次世代自動車の導入・補助

ごみの減量化の周知

住宅や建物の断熱性能の向上促進

自転車や公共交通機関の利用促進

リサイクルや省エネ方法の広報

廃プラスチック削減のための広報・支援

環境教育・環境学習の推進

事業者の省エネ対策の促進・各種補助の充実

先進技術の活用、ＤＸ化への支援

事業者による環境にやさしい商品開発の支援

その他
n=2,213（複数回答）
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３．現状と課題の総括 

これまでの「第 2 章 本市の概況」、「第 3 章 １．前計画の進捗状況及び課題の概要」、「第

3 章 ２．市民及び事業者への環境意識調査結果の概要」をとりまとめ、現状と課題を総括する

と次のとおりとなります。 

 

表 3-２ 現状と課題の総括 

現状  課題 

➢ 地域ぐるみでまち美化が進んでいる。 
 
➢ 市民が望む美しいまちづくりに向けて継

続した取組が必要である。 

➢ 低炭素型ライフスタイルの実践が進んで

いる。 

 
➢ ２０３０（令和１２）年、２０５０（令和３２）年

に向けた“脱炭素”が求められる。 

➢ ごみの減量とリサイクルが着実に進んで

いる。 

 
➢ 資源循環型社会の構築に向けて一層の

意識の醸成と廃棄物施策が必要である。 

➢ 歴史的・文化的な景観形成や生活排水対

策が進み、快適なまちづくりが展開されて

いる。 

 
➢ 公害対策や災害に強い地域レジリエンス

の構築が求められる。 

➢ 人と人のつながりが強い地域である。 
 
➢ 一人ひとりの環境保全に向けた行動とと

もに、市民、事業者、市の協働による一層

の取組が求められる。 

 

 

 

二酸化炭素の排出を削減する「緩和策」と気候

変動の影響に対応する「適応策」を展開する。  

脱炭素社会と 

適応策の実現 

更なるごみの減量化を目指し、資源循環を推進

する。  
循環型社会の形成 

美しい街並みと安心して暮らせる環境を整え

る。  

安心して暮らせる 

快適環境の実現 

自然の大切さを浸透させ、歴史・文化とともに

保全意識を養う。  
人と自然（緑）との調和 

ひとづくりと縦横連携のパートナーシップを推

進する。  

環境保全に積極的な 

コミュニティの発展 

ＳＤＧｓに貢献 
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第4章 望ましい環境像と基本目標 

 

１．望ましい環境像 

２．１０年後のイメージ 
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１．望ましい環境像 

世界的に喫緊の課題となっている地球温暖化問題は、私たち一人ひとりの課題であると認

識し、省エネルギーの促進や再生可能エネルギーの普及を推進することが求められます。一方、

生活環境など身近な課題に対応することも大切です。 

本市の豊かなコミュニティを最大限に活かした地域力を積極的に活用し、コンパクトながらも

県内においても、国内においても先進的なエコシティを目指した環境像を掲げます。 

 

 

 

この環境像は、本計画の５つの基本目標全てを網羅した内容とし、副題として、先進的なエコ

シティとして日本一を目指すという思いで掲げました。環境像の詳細な内容としては、以下のと

おりです。 

 

『みんなで未来へつなぐ 快適で持続可能なまち わらび』 
 

       5協働        1脱炭素       ３安心・快適   1脱炭素 

2資源循環   ４緑・共生    2資源循環    

 

＜第３次環境基本計画の基本目標＞ １ みんなで実現する 脱炭素のまち 

２ みんなでつくる 資源循環のまち 

３ みんなで守る 安心して暮らせる快適なまち 

４ みんなで育む 人と緑が共生できるまち 

５ みんなで進める エコ・コミュニティのまち 

 

 

  

【環境像】 

『みんなで未来へつなぐ 

 快適で持続可能なまち わらび』 

～日本一のエコシティわらびへ～ 
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２．１０年後のイメージ 

望ましい環境像『みんなで未来へつなぐ 快適で持続可能なまち わらび ～日本一のエコ

シティわらびへ～』の実現に向けた１０年後の本市のイメージは、前掲「第 1 章 ５．計画の対象

範囲」で示した５つの分野ごとに次のとおりとなります。 

これらのイメージから集約した言葉を基本目標として位置づけ、市民、事業者及び市のパー

トナーシップのもと、環境施策を展開していきます。 

 

地球環境 

 

 

基本目標１ みんなで実現する 脱炭素のまち 

 

 

 

資源循環 

 

 

基本目標２ みんなでつくる 資源循環のまち 

 

 

省エネルギー型のライフスタイルやビジネススタイルが定着し、高効率省エネルギー設備と再

生可能エネルギーが最大限に活用され、エネルギー収支が「ゼロ」の建物の新築・改築・改修が

進み、温室効果ガスの排出量が着実に削減されています。また、自治体間でのカーボンオフセッ

トが進展し、２０５０年カーボンニュートラルの実現に近づいています。 

自然災害に強いまちづくりが推進され、暑熱対策や風水害対策、熱中症などの健康被害対策

が充実しているとともに、気候変動の影響による被害を最小限とする取組が広がっています。 

１０年後のイメージ 

家庭や事業活動においてごみの減量化、分別の徹底、資源化などが一層推進され、物を無

駄にしない意識が浸透し、限られた資源が効率的に活用されています。 

バイオプラスチックなど再生可能なプラスチックの開発とサプライチェーンが展開され、リサイ

クル率が向上しています。 

食品では「もったいない」と「おすそわけ」精神が浸透し、食品ロスや生ごみが削減され、ごみ

排出量の減少とごみ処理施設の長寿命化に貢献しています。 

１０年後のイメージ 
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生活環境 

 

 

基本目標３ みんなで守る 安心して暮らせる快適なまち 

 

 

自然環境 

 

 

基本目標４ みんなで育む 人と緑が共生できるまち 

 

 

参画・協働 

 

 

基本目標５ みんなで進める エコ・コミュニティのまち 

 

市民・事業者がルール・マナーを守り、良好な生活環境が確保されているとともに、地域が一

体となった美化・清掃活動が展開されています。 

また、道路、上下水道、通信網、学校、福祉施設などの社会インフラが整備され、災害に強い

レジリエントなまちづくりが実現しています。 

１０年後のイメージ 

市街地の都市景観と緑が調和し、人々の心に安らぎを与えます。まちの美化活動とともに緑

の保全と植栽が整備され、四季の彩りを感じることができます。 

１０年後のイメージ 

豊かなコミュニティが形成され、環境保全意識が浸透・定着し、本計画で掲げた基本目標

「みんなで実現する 脱炭素のまち」、「みんなでつくる 資源循環のまち」、「みんなで守る 安

心して暮らせる快適なまち」、「みんなで育む 人と緑が共生できるまち」を実現する基盤が整

備されています。 

また、近隣自治体や県内外自治体との意見交換や、外国人コミュニティとの交流が進展し、

安心で快適なまちづくりがさまざまな主体との協働によって取り組まれています。 

１０年後のイメージ 
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第5章 重点プロジェクト 

 

重点プロジェクト 

１．再エネ・省エネ加速化プロジェクト 

２．ソーラー蓄電池ステーション導入プロジェクト 

３．カーボンオフセットプロジェクト 

４．エコグリーン実行プロジェクト 

５．ゼロカーボンシティ宣言 
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重点プロジェクト 

望ましい環境像「みんなで未来へつなぐ 快適で持続可能なまち わらび ～日本一のエコ

シティわらびへ～」の実現に向けて次の５つの重点プロジェクトを展開します。 

 

１  再エネ・省エネ加速化プロジェクト 

１－１ 市民・事業者への地球温暖化対策設備等設置費補助金を抜本拡充 

➡基本目標１ 取組方針２ （環境施策３ ５１ページ掲載） 

➡基本目標１ 取組方針３ （環境施策５ ５２ページ掲載） 

➡基本目標１ 取組方針３ （環境施策７ ５３ページ掲載） 

➡基本目標１ 取組方針４ （環境施策９ ５５ページ掲載） 

 

１－２ 再エネ電力購入を拡充 

➡基本目標１ 取組方針３ （環境施策６ ５３ページ掲載） 

 

１－３ 電気使用量の「見える化」を実施 

➡基本目標１ 取組方針２ （環境施策３ ５１ページ掲載） 

 

１－４ 公用車、ぷらっとわらびをＥＶ化 

➡基本目標１ 取組方針４ （環境施策９ ５５ページ掲載） 

 

 

２  ソーラー蓄電池ステーション導入プロジェクト 

公共施設にソーラー蓄電池ステーションを開設し、夜間等で使用する電気の再生可能エ

ネルギー化を図ります。 

➡基本目標１ 取組方針３ （環境施策５ ５２ページ掲載） 

 

 

 

イメージ図 
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３  カーボンオフセットプロジェクト 

他自治体と連携してカーボンオフセットを実施します。 

➡基本目標１ 取組方針４ （環境施策１１ ５５ページ掲載） 

 

 

 

４  エコグリーン実行プロジェクト 

４－１ シェアサイクル事業を実施 

➡基本目標１ 取組方針４ （環境施策８ ５５ページ掲載） 

 

４－２ 電動車いすシェア事業を実施 

➡基本目標１ 取組方針４ （環境施策８ ５５ページ掲載） 

 

４－３ 「プランターファーム！in わらび」を実施 

➡基本目標４ 取組方針１０ （環境施策２５ ８５ページ掲載） 

 

 

５  ゼロカーボンシティ宣言 

ゼロカーボンシティ宣言を行い、全国をリードする日本一のエコシティわらびを発信 

 

イメージ図 
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第6章 施策の展開 

 

施策の体系 

基本目標１．みんなで実現する 脱炭素のまち 

基本目標２．みんなでつくる 資源循環のまち 

基本目標３．みんなで守る 安心して暮らせる快適なまち 

基本目標４．みんなで育む 人と緑が共生できるまち 

基本目標５．みんなで進める エコ・コミュニティのまち 
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施策の体系 

本市の望ましい環境像の実現に向けて、５つの基本目標と１３の取組方針、３３の環境施策の

体系は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～
日
本
一
の
エ
コ
シ
テ
ィ
わ
ら
び
へ
～ 

『
み
ん
な
で
未
来
へ
つ
な
ぐ 

快
適
で
持
続
可
能
な
ま
ち 

わ
ら
び
』 

１ みんなで実現する 脱炭素のまち 

蕨市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編） 

蕨市気候変動適応計画 

    
 

２ みんなでつくる 資源循環のまち 

    

 
３ みんなで守る 安心して暮らせる快適なまち 

   

 ４ みんなで育む 人と緑が共生できるまち 

    

 

基 本 目 標 環境像 

５ みんなで進める エコ・コミュニティのまち 
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１９ 美化意識の浸透と美化活動の促進 

２０ 不法投棄対策の推進 
８ 清潔で美しいまちづくりの推進 

１ 情報提供の充実 

２ 情報共有体制の強化 

環 境 施 策 

３ 省エネ行動の促進 

４ 省エネ設備・高効率設備導入の促進 

８ 交通インフラの整備 

９ ＺＥＶへの転換とエコドライブの推進 

１０ スマートコミュニティの検討 

１１ 広域連携によるカーボンオフセットの検討 

１４ ごみ減量化の更なる推進 

１５ 環境負荷の少ない生活スタイルの普及 

１２ 災害に強いまちづくり 

１３ 健康被害対策の推進 

１６ ごみ分別徹底の促進 

１７ 商品・製品再使用の推進 

１８ 蕨戸田衛生センター組合との連携強化 

２１ 災害に強い社会基盤の整備 

２２ 身近な環境問題への対応 

２３ 環境汚染対策の推進 

２４ 公共用地の緑の保全と適切な維持管理の推進 

２５ 民有地の緑の保全と適切な管理の促進 

２６ 社寺林・樹林の地域生態系に配慮した管理 

２７ 歴史的資源を活かした景観づくり 

２８ 歴史・文化資源の活用 

２９ 環境情報共有体制の構築 

３０ 環境情報発信方法の拡充 

３１ 環境教育・学習内容・イベントの充実 

３２ 国・県・近隣自治体との広域連携の強化 

３３ 各主体連携体制構築の推進 

５ 再エネ導入の促進 

６ 再エネの電力購入の拡充 

７ 蓄エネ機器の導入促進 

取 組 方 針 

１ 省・創・蓄エネルギー情報の充実 

６ ごみ減量化の推進（リデュース） 

１０ 身近な緑と生き物の保全 

２ 省エネルギーの推進 

３ 再生可能エネルギーの利活用 

４ 脱炭素社会に向けたまちづくりの推進 

５ 気候変動に対する適応策の推進 

７ 廃棄物の再使用と資源循環の推進 

（リユース・リサイクル） 

９ 暮らしやすい安心なまちづくりの推進 

１１ 歴史的資源の活用 

１２ 環境教育・環境学習の充実 

１３ パートナーシップの推進 



 

34 

 

 
 

１．基本的事項 

地球温暖化とそれに伴う気候変動への対応は、「第 1 章 １．２（１）地球温暖化・脱炭素」に前

掲したとおり世界的な環境課題です。この課題解消には、世界、国、地方自治体などが広域的

に連携を図るとともに、私たち一人ひとりが脱炭素に取り組み、温暖化を緩和し、気候変動に適

応することが求められます。 

 

２．計画の位置づけ 

２．１ 蕨市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

本計画の「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく市域施策の計画と位置づけます。 

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号） 

第１９条 略 

２ 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画を勘案し、その区域の

自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画

的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。 

 

２．２ 蕨市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

本計画の「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく市の実施する事務及び事業に関

する施策の計画と位置づけます。 

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号） 

第２１条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該

都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための

措置に関する計画を策定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１． みんなで実現する 脱炭素のまち 

～蕨市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）～ 

～蕨市気候変動適応計画～ 
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２．３ 蕨市気候変動適応計画 

本計画の「気候変動適応法」に基づく市域施策の計画と位置づけます。なお、気候変動によ

る影響は広範囲かつ他分野に及ぶため、ここでは環境分野に関連の深い施策の展開を掲載し

ます。 

気候変動適応法（平成３０年法律第５０号） 

第１２条 都道府県及び市町村は、その区域における自然的経済的社会的状況に応じた気候

変動適応に関する施策の推進を図るため、単独で又は共同して、気候変動適応計画を勘案

し、地域気候変動適応計画（その区域における自然的経済的社会的状況に応じた気候変動

適応に関する計画をいう。）を策定するよう努めるものとする。 

 

３．本市の気象 

３．１ 気温と降水量 

本市の年間平均気温は約１６℃、年間降水量は約１,４００ｍｍとなっています。年間平均気温

は年々上昇傾向にあり、近似直線は毎年約０.０４℃ずつ上昇しています。 

日最大降水量の推移を見ると、変動を繰り返しながら、微増傾向を示しています。また、 

２０１９（令和元）年には、台風１９号に伴う大雨により関東地方は甚大な被害が生じたほか、県

内でも氾濫した河川が発生した年となり、本市の日最大降水量も２８０ｍｍを超えました。 

 

 
年間平均気温と年間降水量 

 
日最大降水量の推移 

図 6-１ 気温と降水量の状況 

出典：統計わらび（消防本部） 
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４．温室効果ガス排出量 

４．１ 対象とする温室効果ガス 

温室効果ガスは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第２条第３項の規定により「二酸化

炭素（CO2）」、「メタン（CH4）」、「一酸化二窒素（N2O）」、「ハイドロフルオロカーボン類（HFC

ｓ）」、「パーフルオロカーボン類（ＰＦＣｓ）」、「六フッ化硫黄（SF６）」、「三フッ化窒素（NF３）」を対

象としていますが、そのうち排出割合が高く、算定に必要なデータの蓄積が十分な「二酸化炭

素（CO2）」、「メタン（CH4）」及び「一酸化二窒素（N2O）」を算定対象とします。 

 

表 6-１ 対象とする温室効果ガス 

ガスの種類 
地球温暖化係数 

（GWP） 
算定対象 主な用途・排出源 

二酸化炭素（CO2） １ ● 
化石燃料の燃焼、セメント

製造時の石灰使用など 

メタン（CH4） ２５ ● 
水田、家畜の腸内発酵、廃

棄物の埋立など 

一酸化二窒素（N2O） 298 ● 
化石燃料の燃焼、農業活動

など 

ハイドロフルオロカーボン類 

（HFCｓ） 
１２～１４,８００ ― 

冷蔵庫・エアコンなどの冷

媒 

パーフルオロカーボン類 

（ＰＦＣｓ） 
７,３９０～１７,３４０ ― 半導体の製造プロセスなど 

六フッ化硫黄（ＳＦ６） ２２,８００ ― 電気の絶縁体など 

三フッ化窒素（ＮＦ３） １７,２００ ― 半導体の製造プロセスなど 

 

 
出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 

コラム②  温室効果ガスの種類と排出内訳 

日本における温室効果ガスは７種類で、その排出量

は、二酸化炭素（ＣＯ２）が９０％以上を占めています。 

２０２０（令和２）年度では、産業部門が約３４％、運輸

部門が約１８％、業務その他部門が約１７％、家庭部門

が約１６％と続きます。２０５０年カーボンニュートラル

を達成するには、企業努力だけでなく、家庭から排出

される温室効果ガスの排出も抑制することが求められ

ます。 
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４．２ 温室効果ガス排出量の現状 

（１） 市域から排出される温室効果ガス 

「地方公共団体実

行計画（区域施策編）

策定・実施マニュア

ル」（令和４年３月、環

境省）に基づき市域

から排出される温室

効果ガス排出量を算

定すると、２０１９（令

和元）年度の温室効

果 ガ ス 排 出 量 は 

２７８,３５１ｔ-ＣＯ２とな

っています。その内訳

は、家庭部門が最も

高く３４.５％、続いて業務その他部門が２６.５％、産業部門（製造業等）が１８.７％となってい

ます。 

経年変化を見ると、非エネルギー起源二酸化炭素の自動車の走行と廃棄物分野は変動し

ながら微増傾向を示していますが、エネルギー起源二酸化炭素は減少傾向を示しています。 

２０１３（平成２５）年度と直近の２０１９（令和元）年度の温室効果ガス排出量を比較すると、

約２９％削減されています。 

 

 

図 6-３ 温室効果ガス排出量の推移 
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図 6-２ ２０１９（令和元）年度の温室効果ガス排出量内訳 
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（２） エネルギー消費量の推移 

市域のエネルギー消費量は、２０１９

（令和元）年度に４,５９８TJ となってお

り、２０１３（平成２５）年度と比較すると

５,９１５TJ から約２２％削減されていま

す。 

２０１９（令和元）年度の部門別を見る

と、家庭部門がもっとも多く１,７１７TJ、

続いて業務部門で１,３２０TJ、産業部

門で９３８TJ となっており、前掲「（１）市

域から排出される温室効果ガス」で示

した温室効果ガス排出量の内訳と同様

の推移を示しています。 

 

 

図 6-５ エネルギー消費量の推移 

 

（３） 市の事務及び事業から排出される温室効果ガス 

２０２１（令和３）年度における市の事務及び事業から排出される温室効果ガス（二酸化炭

素）排出量は３,３２７ｔ-ＣＯ２と算定されます。電気の使用による排出が７８％、都市ガスの使

用による排出が２１％となっており、電気と都市ガス由来が９９％を占めています。 
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表 6-２ ２０２１（令和３）年度温室効果ガス排出量 

項目 

２０２１（令和３）年度 

温室効果ガス排出量 

ｋｇ－ＣＯ２ 構成比（％） 

エネルギー起源 

ガソリン １５,７６４ ０.４７ 

灯油 ３,７５４ ０.１１ 

Ａ重油 ３,９０２ ０.１２ 

都市ガス ７０４,６３３ ２１.１９ 

液化石油ガス（ＬＰＧ） ９８２ ０.０３ 

電気 ２,５９６,６０１ ７８.０６ 

小計 ３,３２５,８８９ ― 

非エネルギー起源 

自動車の走行 ３３７ ０.０１ 

笑気ガス ３５９ ０.０１ 

小計 ６９６ ― 

合計 ３,３２６,５８６ １００ 

 

４．３ 温室効果ガス排出量の将来推計 

（１） 市域の将来推計 

本市から排出される温室効果ガスは、今後追加的な対策を見込まないまま推移した場合、

２０３０（令和１２）年度においては、２０１３（平成２５）年度と比較して２２.４％減少、直近年度

の２０１９（令和元）年度と比較すると８.７％増加すると試算されます。 

２０１９（令和元）年度からの増加は、世帯数の増加が主な要因で、続いて製造業の堅調な

経営状況の回復が見込まれることが考えられます。 

 

  

図 6-６ 追加的対策を見込まないまま推移した場合の将来推計（ＢＡＵ） 
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４．４ 温室効果ガス排出削減ポテンシャル 

（１） 市域の削減ポテンシャル 

２０１９（令和元）年度を原則基準として、さまざまな取組により、どの程度温室効果ガス排

出量が削減できるか「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手

法編）」（令和４年３月、環境省）に基づき試算した結果は、表 6-３に示すとおりです。 

前掲で示した温室効果ガス排出量と比較すると、２０１３（平成２５）年度比で６６.７％削減、

２０１９（令和元）年度比で５３.４％削減することができると推測されます。 

 

表 6-３ 削減ポテンシャルの試算例 

部門・分野 
削減量 

（ｔ-CO2） 
主な削減内容 摘要 

産業 ８,１７０ 

•高性能ボイラーの導入 

•高効率空調の導入 

•コージェネレーションの導入 

•産業用ヒートポンプの導入 

•産業用照明の導入 

•省エネルギー設備の増強 など 

 

 

 

 

導入率３０％想定 

その他業務 １１３,２０３ 

•高効率照明の導入 

•機器更新による省エネルギー性能の向上 

•ＢＥＭＳの導入 

導入率３０％想定 

 

導入率１０％想定 

家庭 １０,３９４ 

•機器更新による省エネルギー性能の向上 

•既存住宅の断熱改修 

•高効率照明の導入 

•高効率給湯器の導入 など 

 

１０％採用想定 

導入率７０％想定 

導入率５０％想定 

運輸 １６,６２７ 
•次世代自動車の普及 

•トラック輸送の効率化 

 

廃棄物 ３４ •廃プラスチックの分別・リサイクルの徹底  

合計 １４８,４２７   
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（２） 市の事務及び事業の削減ポテンシャル 

「『温室効果ガス排出量』削減目標設定における削減ポテンシャルの推計手法について」

（平成２９年３月、環境省）に基づき市の事務及び事業の削減ポテンシャルは表 6-４に示すと

おりです。 

冷暖房設定温度の調整などソフト面（運用）による削減率は２５％、高効率空調の更新など

ハード面（改修）による削減率は１６％と想定し、太陽光発電設備の導入は、鉄筋鉄骨コンク

リート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造の施設に、その屋根･屋上の面積の２５％に太陽光パネ

ルを設置した場合を想定しました。 

なお、参考にソフト面（運用）における削減措置を表 6-５に示すとおり掲載します。 

 

表 6-４ 市の事務及び事業における削減ポテンシャル 

項目 削減ポテンシャル 

省エネルギー 
ソフト面（運用）による削減 １８,５２９GJ 

ハード面（改修）による削減 １１,８５８GJ 

再生可能エネルギー 太陽光発電設備導入による削減 ６,９８４GJ 

合計 ３７,３７１GJ 

 

表 6-５ ソフト面（運用）によるエネルギー削減率（参考） 

設備 措置 

エネルギー削減率（％） 

事務 

所等 

学校 

等 

集会 

所等 

病院 

等 

その 

他 

空調 

冷房設定温度緩和 0.8 1.3 1.1 1.3 ― 

暖房設定温度緩和 0.3 0.1 0.4 0.1 ― 

冷暖房負荷削減を目的とした外気導入量の制御 0.4 0.2 0.6 0.2 ― 

ウォーミングアップ時の外気取り入れ停止 0.1 0.2 0.2 0.2 ― 

熱源機器の立上り運転時間の短縮 2.2 2.6 2.9 2.6 ― 

空調運転時間の短縮 0.7 1.8 0.9 1.8 ― 

冷凍機冷水出口温度の調整 1 ― 1.3 ― ― 

冷却水設定温度の調整 3.1 ― 4 ― ― 

フィルタの定期的な清掃 0.2 0.2 0.3 0.2 ― 

換気 
間欠運転・換気回数の適正化による換気運転時

間の短縮 
1.2 5.5 1.3 5.5 ― 

給湯 
給湯温度の調整 0.1 0.7 0.6 0.7 ― 

洗面所給湯期間の短縮（夏の給湯停止） 0.3 3.8 3.2 3.8 ― 

照明 照明照度の調整 1.6 1.9 1.1 1.9 5.7 

全般 エネルギーモニタリング制御の導入 0.2 0.2 0.2 0.2 ― 

建築 

(外皮) 
カーテン、ブラインドにより日射を調整する 0.9 1.6 1.2 1.6 ― 
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４．５ 再生可能エネルギーポテンシャル 

環境省の「自治体排出量カルテ」によると、

本市の再生可能エネルギーの導入ポテンシ

ャルは、住宅用等太陽光発電設備として

51,941MWh、低温バイナリー地熱発電とし

て 1,840MWhを有しているとしています。 

また、そのうち太陽光設備の導入によって

4,921MWh を発電しているとされています

が、エネルギー消費量（347,781MWh）に

対して導入ポテンシャルが大きく不足してい

るため、省エネルギーの取組や高効率省エ

ネルギー機器の導入などが必要となります。 

 

 

 

 

５．気候変動に関する予測 

５．１ 気候変動予測 

気象庁の予測によると、埼玉県では２０世紀末に比べ２１世紀末には次のような変化が起こる

と予想されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 年平均気温が約３℃上昇する 

◆ 真夏日（最高気温が３０℃以上）日数が年間で約４０日増加する 

◆ 冬日（最低気温が０℃未満）日数が年間で約３０日減少する 
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環境省の気候変動適応情報プラットフォームサイトに基づく埼玉県の年平均気温、降水量の

将来予測は次のとおりです。 

 

年平均気温の分布状況 予測期間 

 

２０１０年～２０３０年 

県東部から北部にかけて２０～２

５℃域が分布し、山間部の西部

にいくほど平均気温が下がる。 

 

２０３０年～２０５０年 

２０１０年～２０３０年に比べて２０

～２５℃の分布域が広がってい

る。 

 

２０８０年～２１００年 

今世紀末には２０～２５℃の分布

域が更に広がり、低温の分布域

が小さくなる。 
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降水量の分布状況 予測期間 

 

２０１０年～２０３０年 

本市は１,２００～１,５００ｍｍの降

水量の分布域となっている。県

北部の降水量が少なく、南西部

が多い状況となっている。 

 

２０３０年～２０５０年 

県南部を中心に降水量１,５００～

１,８００ｍｍの分布が広がり、北

部の少降水量帯が後退する。 

 

２０８０年～２１００年 

今世紀末は半世紀前と分布域が

それほど変わらない。局所的な

豪雨が増える可能性が高い。 

 

５．２ 気候変動影響予測 

国の気候変動適応計画では、気候変動の影響について「農林水産業」、「水環境・水資源」、

「自然生態系」、「自然災害・沿岸域」、「健康」、「産業・経済活動」、「国民生活・都市生活」の７つ

の分野に大別し、２０２０（令和２）年１２月に作成した「気候変動影響評価報告書（総説）」では、

分野ごとに「重大性」（影響の程度、可能性等）、「緊急性」（影響の発現時期や適応の着手・重

要な意思決定が必要な時期）、「確信度」（情報の確からしさ）の３つの観点から評価を行ってい

ます。 

本市においても、気候変動の影響がすでに発現している、または、近い将来に発現すると予

想される項目について評価を行い、各主体の取組事項に反映させます。 
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表 6-６ 気候変動影響評価 

分野 大項目 小項目 主な気候変動の影響 

国の適応計画

の評価 
本
市
の
評
価 

重
大
性 

緊
急
性 

確
信
度 

水資源 水資源 
水供給（地表水） 流量の変化、渇水 ● ● ● A 

水需要 水利用の増加・利用時期の変化 ◆ ▲ ▲ B 

自然 

生態系 
その他 生物季節 開花の変化、繁殖の変化 ◆ ● ● B 

自然災害 河川 内水 内水氾濫の変化 ● ● ● A 

健康 その他 
温暖化と大気汚染

の複合影響 
汚染物質濃度の変化 ◆ ▲ ▲ B 

産業・ 

経済活動 
エネルギー エネルギー需給 需給影響 ◆ ■ ▲ B 

国民 

生活 

・都市 

都市インフラ・ラ

イフライン等 
水道、交通等 インフラ・ライフラインへの被害 ● ● ● A 

文化・歴史など

を感じる暮らし 

生物季節・伝統行

事・地場産業等 

季節感の変化、地場産業への影

響 
◆ ● ● B 

その他 
暑熱による生活へ

の影響 

睡眠被害、不快感、屋外活動へ

の影響 
● ● ● A 

※国の影響評価【重大性】●：特に重要な影響が認められる ◆：影響が認められる 

【緊急性・確信度】●：高い ▲：中程度 ■：低い 

  本市の影響評価 A：重要と考えられるため、対策を講じるもの B：緊急性はないが、影響を注視するもの 
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６．削減目標 

国では、「２０３０（令和１２）年度の温室効果ガスを２０１３（平成２５）年度比で４６％削減し、更

に５０％の高みに向け挑戦を続けていく」とする削減目標とともに、温室効果ガス排出実質ゼロ

とした「２０５０年カーボンニュートラル」を掲げています。 

国の目標と整合を図るとともに、本市の温室効果ガスの排出傾向を踏まえ、温室効果ガス排

出量の削減目標を次のとおりとします。そして、２０５０年カーボンニュートラルを目指します。 
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２０３０（令和１２）年度における温室効果ガス排出量 
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７．施策の基本的な考え方とＳＤＧｓ 

７．１ 施策の基本的な考え方 

 

 

 

１９９７（平成９）年１２月に京都で開催された国連気候変動枠組条約第３回締約国会議（Ｃ

ＯＰ３）で「京都議定書」が採択されたことを契機に、わが国では、「低炭素化」をテーマに温室

効果ガスの排出をできるだけ低く抑える取組が進んできました。 

「第 1 章 １．２（１）地球温暖化・脱炭素」に掲載したパリ協定で「産業革命以降の気温の上

昇を２℃未満に抑えるとともに、１.５℃に抑える努力を追求する」とした具体的な長期目標を

契機に、「低炭素化」から「脱炭素化」にテーマが変わり、温室効果ガスに含まれる「炭素」の

排出をゼロにする、石油や石炭などの化石燃料からのエネルギー調達から脱却する取組が

求められています。 

「脱炭素化」を実現するには、再生可能エネルギー設備や高効率省エネルギー機器の導入

などハード面の取組と、節電やごみ分別の徹底などソフト面での取組の、両者の展開が必要

です。 

本市の脱炭素を実現するため、各主体が個々で、あるいは協働して取組を展開します。 

コラム③  「脱炭素」と「低炭素」 

１９９７（平成９）年に開催された国連気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３）で

採択された京都議定書は、２００８（平成２０）年から２０１２（平成２４）年までの５年間に、

温室効果ガス排出量を先進国全体で少なくとも１９９０（平成２）年比５％削減を目指すこ

ととし、わが国も６％削減する目標を掲げました。この頃に「低炭素」という言葉が使わ

れ、二酸化炭素の排出をできるだけ抑える取組を課題としていました。 

京都議定書の後継として、２０１５（平成２７）年に開催されたＣＯＰ２１でパリ協定が採択

されました。これを受け、わが国でも２０３０（令和１２）年度の温室効果ガス排出量の削減

目標を２０１３（平成２５）年度比２６％を掲げ、その後２０２０（令和２）年に２０５０年カーボ

ンニュートラルを表明しました。この頃に「脱炭素」の言葉が使われはじめ、二酸化炭素の

排出量を実質ゼロに抑えることが求められるようになりました。 

 
出典：脱炭素ポータル（環境省ホームページ） 
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７．２ 基本目標と取組方針の関係 

 

 

７．３ ＳＤＧｓへの貢献 

ロゴマーク 目標（ゴール） 本市の貢献内容 

 

エネルギーをみんなに 

そしてクリーンに 

省エネルギーを推進するとともに、再生可

能エネルギー設備の普及啓発を図りま

す。 

 

産業と技術革新の機盤をつくろ

う 

再生可能エネルギー設備や高効率設備の

導入を促進し、適切なエネルギー利用の

まちづくりを目指します。 

 

住み続けられるまちづくりを 交通インフラ等を整備し、温室効果ガスの

排出抑制、快適な公共空間のまちづくりに

貢献します。 

 

気候変動に具体的な対策を 適応策を推進し、レジリエントなまちづくり

を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組方針１ 省・創・蓄エネルギー情報の充実 

取組方針５ 気候変動に対する適応策の推進 

取組方針４ 脱炭素社会に向けたまちづくりの推進 

取組方針３ 再生可能エネルギーの利活用 

取組方針２ 省エネルギーの推進 

基本目標１ 

 みんなで実現する 脱炭素のまち 

  （蕨市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編） 

  （蕨市気候変動適応計画） 
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取組方針１  省・創・蓄エネルギー情報の充実 

脱炭素社会の実現に向けて国や業界団体、民間団体などからさまざまな情報が発信されて

います。地球温暖化防止活動推進センターや気候変動適応センターもそうした組織の一つで

各都道府県に置かれています。国や県、これらの組織と連携し、省・創・蓄エネルギーに関する

情報を収集し、市民、事業者及び市で情報共有を図ります。 

 

（１） 市民環境意識調査 

今後行政に進めてほしい取組として、市民環境意識調査では、「環境に関する情報収集・

公開」が４２件と少ない回答となっていますが、市民・事業者へ発信する情報を充実させ、脱

炭素社会の実現に向けてさまざまな知識を習得することが求められます。 

 

 

図 6-８ 今後行政に進めてほしい取組（再掲） 

 

環境施策１ 情報提供の充実 

 ホームページや広報紙のほか、SNS 等広く情報提供する方法を検討し、省・創・蓄エネ

ルギー情報を提供します。 

 市の事務及び事業におけるエネルギー使用量について、地球温暖化対策の推進に関す

る法律及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく把握と公表を行います。 

 県や地球温暖化防止活動推進センター、気候変動適応センターと連携して省・創・蓄エ

ネルギー設備情報の提供を図ります。 
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42
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気候変動の影響による自然災害などへの対策

道路、公園、街路樹の整備

ごみの不法投棄に対する監視の充実

循環型社会（ごみの減量、リサイクル）の推進

地球温暖化対策及び脱炭素化の推進

緑・生き物・空気・水の保全

ペット飼育のマナー向上（ふんの放置など）の推進

環境調査・公害対策（騒音・振動・悪臭など）

国・県・近隣自治体との広域連携の充実

放置自転車・違法駐車対策

環境教育・環境学習の推進

環境に関する情報収集・公開

市民活動団体との連携・支援

その他
n=2,243（複数回答）
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環境施策２ 情報共有体制の強化 

 民間事業者と協力して省・創・蓄エネルギー設備の情報共有を図ります。 

 省・創・蓄エネルギーに関する補助制度の情報を収集し、民間事業者や市民団体等と補

助金交付を目指した体制を構築します。 

 

取組方針２  省エネルギーの推進 

私たちが日常生活でどの程度エネルギーを使っているか把握し、省エネルギー意識を持って

できる限りエネルギーの使用を抑える行動を推進します。 

 

（１） 市民環境意識調査 

市民環境意識調査では、関心を持っている地球環境問題として「地球温暖化・脱炭素社

会・気候変動」の回答が５０５件ともっとも多く、関心が高いことがうかがえます。省エネルギ

ーに関する取組は、地球温暖化対策に向けた一人ひとりができるもっとも身近な行動で、そ

の積み重ねが大切です。 

 

 

図 6-９ 関心を持っている地球環境問題 

 

「地球温暖化対策・脱炭素化に向けて実践していること」では、「実践している」と「やや実

践している」を合わせた回答としては、「ＬＥＤ照明への交換」がもっとも多く、「冷暖房・電気

などの節電」、「自転車や公共交通機関の利用」、「冷蔵庫に食品を詰め込みすぎない」と続

きます。いずれも６０％以上が実践できているとした高い回答率となっております。こうした身

近な取組を継続しつつ、実践行動を拡充することが必要となってきます。 
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地球温暖化・脱炭素社会・気候変動

食品ロス等の廃棄物問題

循環型社会に向けた省資源・省エネ化

大気・水・土壌などの環境汚染

世界的な森林の減少や砂漠化の進行

マイクロプラスチック等の海洋汚染

野生の動植物の減少

発展途上国の公害・環境破壊

その他
n=1,563（複数回答）
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図 6-１０ あなたが地球温暖化対策・脱炭素化に向けて実践していること 

 

環境施策３ 省エネ行動の促進 

 「蕨市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」に基づく省エネルギー行動を実践します。 

 環境マネジメントシステムの導入を検討します。 

 講座やイベント等を通して市民の省エネルギー意識の高揚を図ります。 

 壁面緑化や緑化フェンスの設置を啓発し、周辺環境の暑さ緩和や空調設備の省エネル

ギーを促進します。 

 家庭での省エネルギー行動促進のための取組を検討します。（グリーンカーテンコンテス

ト、環境家計簿コンテストなど） 

 公共施設や家庭、事業所で使用しているエネルギーを把握できるよう「見える化」の取組

を推進します。 

 

環境施策４ 省エネ設備・高効率設備導入の促進 

 公共施設の改築、設備の更新時には省エネルギー診断などを踏まえ、ＺＥＢ化に向けた

省・創・蓄エネルギー設備の導入を推進します。 

 公共施設への雨水利用設備導入を検討するとともに、家庭・事業所への普及を啓発しま

す。 

 家庭・事業所への省エネルギー設備導入を支援・啓発します。 
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LED照明への交換

冷暖房・電気などの節電

自転車や公共交通機関の利用

冷蔵庫に食品を詰め込みすぎない

エコドライブの実践

自宅に植栽を置く「緑のカーテン」の実践

環境の視点から電気事業者を選択

太陽光発電、家庭用燃料電池、

蓄電池などの使用、設置検討

次世代自動車の利用

している ややしている どちらともいえない あまりしていない していない 無回答
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取組方針３  再生可能エネルギーの利活用 

再生可能エネルギー設備の普及拡大を加速させ、化石燃料に依存しないエネルギーの利活

用を推進します。 

 

（１） 市民環境意識調査 

市民環境意識調査の「地球温暖化対策や脱炭素社会、資源循環社会の推進にあたり市

が力を入れたらよいこと」では、「再生可能エネルギー等の導入・補助」の回答が２６６件とも

っとも多く、「ＬＥＤ照明の導入・補助」は４番目、「市民の省エネ対策の促進・各種補助の充実」

は６番目となっており、エネルギー対策への関心の高さがうかがえます。そうしたことから、再

生可能エネルギーについては、脱炭素社会に向けた取組の一つとして導入を支援・促進して

いくことが求められます。 

 

 

図 6-１１ 地球温暖化対策や脱炭素社会、循環型社会を推進するうえで市が尽力すること 

 

環境施策５ 再エネ導入の促進 

 太陽光発電設備をはじめとした、ソーラー蓄電池ステーションの導入を進めます。 

 家庭・事業所への再生可能エネルギー設備の導入を支援します。 
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その他
n=2,213（複数回答）
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環境施策６ 再エネの電力購入の拡充 

 蕨戸田衛生センター組合と連携し、電力の地産地消を推進します。 

 公共施設において再生可能エネルギー由来電力や CO２排出係数の低い電力を供給す

る事業者との契約を検討します。 

 家庭・事業所に再生可能エネルギー由来や CO２排出係数の低い電力を供給する事業

者との契約検討を促します。 

 

環境施策７ 蓄エネ機器の導入促進 

 公共施設への蓄電池・Ｖ2Ｈ（ヴィークルトゥホーム）導入を推進します。 

 家庭・事業所への蓄電池設備導入を支援します。 

 VPP（バーチャルパワープラント）事業の導入を検討し、地域のエネルギー管理・制御の

効率化を図ります。 

 

取組方針４  脱炭素社会に向けたまちづくりの推進 

脱炭素社会に向けた社会資本の整備も重要な課題の一つです。特に交通インフラについて、

温室効果ガスを排出しない移動、自動車から公共交通機関の利用転換による温室効果ガス排

出量の削減、ＺＥＶ等の普及促進を図り、移動手段の見直しを誘導します。 

 

（１） 市民環境意識調査 

市民環境意識調査では、今後行政に進めてほしい取組として「気候変動の影響による自

然災害などへの対策」に次いで「道路、公園、街路樹の整備」の回答が３１４件となっています。 

また、地球温暖化対策や脱炭素社会、資源循環社会の推進にあたり、市が力を入れてほ

しいことでは、「次世代自動車の導入・補助」が１３７件で７番目、「自転車や公共交通機関の

利用促進」が１０３件で１０番目となりました。 

脱炭素社会に向けたインフラ整備や公共交通機関の利用促進は、まちづくりの中で大切な

取組の一つとなります。 
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図 6-１２ 今後行政に進めてほしい取組（再掲） 

 

 

図 6-１３ 地球温暖化対策や脱炭素社会、循環型社会の推進を進めるうえで市が尽力すること

（再掲） 
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n=2,243（複数回答）

266

210

206

204

193

173

137

130

123

103

102

98

84

65

62

46

11

0 50 100 150 200 250 300

再生可能エネルギー等の導入・補助

ごみの分別収集強化、資源の再利用

食品ロス削減に向けた支援

ＬＥＤ照明の導入・補助

緑や森林の保全・整備

市民の省エネ対策の促進・各種補助の充実

次世代自動車の導入・補助

ごみの減量化の周知

住宅や建物の断熱性能の向上促進

自転車や公共交通機関の利用促進

リサイクルや省エネ方法の広報

廃プラスチック削減のための広報・支援

環境教育・環境学習の推進

事業者の省エネ対策の促進・各種補助の充実
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事業者による環境にやさしい商品開発の支援

その他
n=2,213（複数回答）
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環境施策８ 交通インフラの整備 

 防犯灯・道路照明灯・公園灯のＬＥＤ照明を継続します。 

 ぷらっとわらびの利用者数の増加に向けて、啓発を図ります。 

 利用者の利便性向上に向け、バス事業者・鉄道事業者への要望を行います。 

 通勤や通学のために駅（鉄道）を利用する方で、駅まで、または駅からの交通手段として、

自転車又は原動機付自転車（50ｃｃ以下）を 利用する方に対して優先的な自転車駐車場

の利用を図り、効果的な運用を推進します。 

 民営の自転車駐車場（駐輪場）の整備を進めるため、駐車場の管理に要する費用の助成

を行います。 

 シェアサイクル事業・電動車いすシェア事業等を推進します。 

 

環境施策９ ZEV（ゼロエミッション車）への転換とエコドライブの推進 

 ぷらっとわらびのＥＶ（電気自動車）導入を推進します。 

 公用車（乗用車）のエコカー割合を１００％にします。 

 市民・事業者に対してキャンペーン等を実施し、エコドライブの啓発を図ります。 

 市民に対してＥＶへの切り替えを支援します。 

 ＥＶの普及を図るため、公共空間での充電設備の充実について国や県に働きかけていき

ます。 

 

環境施策１０ スマートコミュニティの検討 

 エネルギーの平準化のため、ＶＰＰ等の導入を検討します。 

 市民・事業者に対して EV や FCV（燃料電池自動車）の普及を図り、Ｖ２ＨやＶ２Ｇ（ヴィークル

トゥグリッド）と連携した電力需給システムの構築を検討します。 

 

環境施策１１ 広域連携によるカーボンオフセットの検討 

 他の自治体と連携して吸収源対策を推進するため、森林整備によるカーボンオフセット

を検討します。 

 Ｊｰクレジットを活用した二酸化炭素削減を検討します。 
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取組方針５  気候変動に対する適応策の推進 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の第６次評価報告書（ＡＲ６）第１作業部会報告書

によると、「世界の平均気温は、少なくとも今世紀半ばまでは上昇を続け、向こう数十年の間に

温室効果ガスの排出が大幅に減少しない限り、２１世紀中に産業革命以前と比べ１.５℃及び

２℃を超える」と報告されています。最大限の温室効果ガスの排出削減努力を行っても過去に

排出された温室効果ガスの大気中への蓄積により、ある程度の気候変動は避けられません。 

観測記録を更新するような異常気象が頻発するようになり、私たちの生活に大きな影響を及

ぼしています。こうした気候変動による悪影響を最小限に抑える取組を推進します。 

 

（１） 市民環境意識調査 

市民環境意識調査では、今後行政に進めてほしい取組として「気候変動の影響による自

然災害などへの対策」が３３７件ともっとも多い回答を得ています。 

気候変動に対するハード面の取組は、市民や事業者単独では難しいため、市が主体とな

って取組を推進することが求められます。 

 

 

図 6-１４ 今後行政に進めてほしい取組（再掲） 

 

気候変動の影響を減らすために重点的に取り組む分野としては、「水災害対策」と「暮ら

し・生活の安全」が同数でもっとも多く、「水資源・水環境」、「健康」と続きます。 

生命を保護し、生活環境を保全するため、気候変動の影響に適応した柔軟な対策が求め

られます。 
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気候変動の影響による自然災害などへの対策

道路、公園、街路樹の整備

ごみの不法投棄に対する監視の充実

循環型社会（ごみの減量、リサイクル）の推進

地球温暖化対策及び脱炭素化の推進

緑・生き物・空気・水の保全

ペット飼育のマナー向上（ふんの放置など）の推進

環境調査・公害対策（騒音・振動・悪臭など）

国・県・近隣自治体との広域連携の充実

放置自転車・違法駐車対策

環境教育・環境学習の推進

環境に関する情報収集・公開

市民活動団体との連携・支援

その他
n=2,243（複数回答）
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図 6-１５ 気候変動の影響を減らすための重点分野 

 

環境施策１２ 災害に強いまちづくり 

 雨水貯留・浸透施設の設置を推進し、雨水の流出抑制を図ります。 

 歩道等は透水性舗装や街路樹を整備し、雨水の表面流出を軽減します。 

 雨水下水道未整備地区での整備を進めます。 

 「蕨市地域防災計画」を適切に運用し、災害時の円滑な避難や災害廃棄物の適正な処

理について啓発を図ります。 

 ハザードマップや出前講座等を通じて、市民・事業者の防災・減災への意識高揚を図り

ます。 

 事業者に対し事業継続計画（BCP）の作成を促進し、災害時の事業継続を支援します。 

 

環境施策１３ 健康被害対策の推進 

 ホームページ等を活用して暑さの注意喚起や熱中症予防に関する情報発信を行います。 

 熱中症対策及び日中の電力削減の一環として、夏季に公共施設の一部を一時休憩所等

として開放する「クールオアシス蕨」を実施します。 

 街路樹を整備し、緑陰形成など快適な歩行空間の創出を図ります。 

 公共空間への日よけや緑化、ドライ型ミストなどの配置を検討し、暑熱対策を推進します。 

 打ち水や日傘を奨励し、暑さ緩和の取組の啓発を図ります。 
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水災害対策（洪水、ゲリラ豪雨、土砂災害への対策など）

暮らし・生活の安全（安定的なインフラ・ライフラインの策な…

水資源・水環境（渇水対策・水質保全など）

健康(熱中症やマラリア等の熱帯性感染症への対策など)

食料供給(高温に耐えられる農作物の品種開発など)

自然生態系（生物多様性の確保など）

産業・経済活動（工場や観光産業に対する影響への対策など）

わからない

その他

n=1,517（複数回答）
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８．環境配慮指針 

８．１ 市民 

 電気や燃料の使用量を把握し、節電や省エネルギーに取り組みます。 

 ホームページや広報紙、ＳＮＳなどを活用して省エネルギー・創エネルギー・蓄エネルギー

について学びます。 

 賢い選択を促す運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」に取り組みます。 

 省エネルギー家電・ＬＥＤに買い替え、節電とともに光熱費の削減につなげます。 

 太陽光発電設備や太陽熱利用設備、蓄電池の導入を検討します。 

 近くの買物や都心への移動には徒歩や自転車、公共交通機関を利用します。 

 自動車を運転する際は、アイドリングストップを心がけ、エコドライブを励行します。 

 温室効果ガスを排出しないＺＥＶの導入を検討します。 

 再生可能エネルギーの比率の高い電力（低炭素電力）の選択を検討します。 

 水循環の大切さを学び、節水に努めるとともに、雨水浸透施設の導入を検討します。 

 ハザードマップ等で自宅や周辺の危険性を認識し、災害に備えます。 

 生垣補助制度等を活用し、緑の創出に努めます。 

 地域と連携して打ち水を行ったり、日傘で移動したり、快適な生活空間をつくります。 

 市や市民団体が行う温暖化対策や適応策に積極的に参加します。 

 

８．２ 事業者 

 エネルギーの使用量を把握し、省エネルギーに取り組みます。 

 省エネルギー・再生可能エネルギーに関する情報を収集するとともに、自らの省エネルギ

ー活動や温暖化対策の取組について環境報告書などを通して公表します。 

 省エネルギー設備や高効率機器を導入し、適切に運用し、温室効果ガス排出量の削減

に貢献します。 

 太陽光発電設備や太陽熱利用設備、蓄電池の導入を検討します。 

 移動にはできるだけ徒歩や自転車、公共交通機関を利用します。 

 自動車での移動時には、アイドリングストップを心がけ、エコドライブを励行します。 

 温室効果ガスを排出しないＺＥＶの導入を検討します。 

 再生可能エネルギーの比率の高い電力（低炭素電力）の導入を検討します。 

 水循環の大切さを学び、節水に努めるとともに、雨水浸透施設の導入を検討します。 

 ハザードマップや「蕨市地域防災計画」などを参考に、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定し、
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防災・減災に努めます。 

 緑のカーテンや屋上緑化、緑化フェンスなど、緑の創出に努め、酷暑の緩和に貢献します。 

 地域と連携して打ち水を行ったり、日傘で移動したり、快適な就労環境を創出します。 

 

９．成果指標と個別目標 

成果指標 現状（２０２１年度） 目標（２０３２年度） 

市域の温室効果ガス排出量 
２７８,３５１ｔ-ＣＯ２ 

（２０１９年度） 

１９４,９５０ｔ-ＣＯ２（▲５０％） 

（２０３０年度） 

市域のエネルギー消費量 
４,５９８ＴＪ 

（２０１９年度） 

３,１０５ＴＪ 

（２０３０年度） 

地球温暖化対策設備等 

設置費補助金の補助件数 
４２件 ８４件 

コミュニティバス 

「ぷらっとわらび」の利用者数 
１７５,４４０人 ２２０,０００人 

 

１０．ロードマップ 

２０３０（令和１２）年度の温室効果ガス削減目標、並びに１０年後の環境像実現のためのロー

ドマップは次に示すとおりです。 

 

 

図 6-１６ 脱炭素社会に向けたロードマップ  

年度 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

補助金

情報提供・共有

省エネ

再エネ利活用
蓄エネ導入

再エネ由来電力

交通インフラ

エコカー
エコドライブ

カーボンオフセット
Jｰクレジット

防災・減災

健康被害

補助金の適用

省・創・蓄エネ情報、エネルギー使用量、補助金活用体制

市：蕨市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）運用

市民・事業者：省エネ行動、省エネ設備・高効率設備導入

再エネ・蓄エネ設備導入

市：蕨戸田衛生センターとの連携、電力の地産地消

市民・事業者：導入検討

交通インフラのまちづくり整備

エコカー導入、エコドライブ浸透

市：蕨市地域防災計画運用

事業者：ＢＣＰ策定・運用

暑さ対策、感染症対策など

吸収源対策、二酸化炭素排出削減対策など

スマート

コミュニティ
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１．施策の基本的な考え方とＳＤＧｓ 

１．１ 施策の基本的な考え方 

 

 

 

 

基本目標２． みんなでつくる 資源循環のまち 

本市は３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）を推進していますが、その取組を更に浸透さ

せ、一層のごみの減量化と資源循環を推進し、処理経費の削減や施設の長寿命化に貢献し

ます。こうした取組は、経費削減効果による公共サービスの質の向上や廃棄物処理施設から

排出される温室効果ガスの削減につながります。 

コラム④  ３Ｒ活動 

３Ｒとは、Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース）、Ｒｅｕｓｅ（リユース）、Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）の３つの

Ｒの総称です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒｅｄｕｃｅ（発生抑制）活動例 

○エコバッグを持参してレジ袋を減らす 

○詰め替え用品を使う 

○食べ物は残さず食べる 

○食べきれる分だけ買う、作る 

Ｒｅｕｓｅ（再使用）活動例 

○リユースショップを利用する 

○インターネットオークションを利用する 

○フリーマーケット・バザーを利用する 

○壊れたものは修理して使う 

Ｒｅｃｙｃｌｅ（再生利用）活動例 

○ごみを分別する 

○古紙や古新聞を資源回収に出す 

○リサイクル製品を購入する 

○スーパーなどのリサイクル回収に協力する 

２０２２（令和４）年度３Ｒ推進ポスター 

出典：リデュース・リユース・リサイクル推進協議会 
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１．２ 基本目標と取組方針の関係 

 

 

１．３ ＳＤＧｓへの貢献 

ロゴマーク 目標（ゴール） 本市の貢献内容 

 

産業と技術革新の基盤をつくろ

う 

施設の長寿命化によって安定的な廃棄物

処理サービスを推進します。 

 

住み続けられるまちづくりを 適正な資源循環によって快適なまちづくり

に貢献します。 

 

つくる責任つかう責任 ３Ｒの取組を推進し、生産、消費、廃棄ま

で各主体が責任を持った行動の周知・啓

発を図ります。 

 

海の豊かさを守ろう マイクロプラスチックをはじめとしたごみの

流出を防ぎ、海の生き物や生態系の保全

に貢献します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組方針６ ごみ減量化の推進（リデュース） 

取組方針７ 廃棄物の再使用と資源循環の推進（リユース・リサイクル） 

基本目標２ 

 みんなでつくる 資源循環のまち 
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取組方針６  ごみ減量化の推進（リデュース） 

「無駄なもの、余計なものは購入しない」、「ものを大切に長く無駄なく使う」取組を定着させ、

食品ロスや廃プラスチックの削減など、ごみの減量に取り組み、ごみ処理施設の長寿命化や温

室効果ガス排出量の削減に貢献します。 

 

（１） 現状と課題 

① 廃棄物の排出量 

２０２０（令和２）年度の一般廃棄物排出量は２１,７８８ｔとなっています。経年変化は、２０

１７（平成２９）年度まで減少傾向を示していましたが、２０１８（平成３０）年度以降上昇して

います。排出内訳は、生活系の可燃ごみがもっとも多く、次いで事業系可燃ごみと資源ご

みが同等の排出量となっています。 

２０２1（令和 3）年度の市民一人あたりの家庭ごみの排出量（事業系可燃物を除く）は

217ｋｇとなっています。経年的には、２０１９（令和元）年度まで減少傾向を示していました

が、２０２０（令和２）年度は増加しています。事業系ごみの排出は減りましたが、家庭ごみ

の排出が増加しており、コロナ禍によるテレワークなど勤務形態の変化によって在宅時間

が増えたことが要因と考えられます。 

 

 

図 6-１７ 一般廃棄物排出量の推移 

資料：「一般廃棄物処理実態調査」（環境省）に基づき作成 

 

表 6-７に示すとおり廃棄物の処理には膨大な費用がかかります。本市と戸田市の一般

廃棄物処理を行っている蕨戸田衛生センター組合では、２０１９（令和元）年度より４か年計

画でごみ・粗大・し尿処理施設の延命化のための設備改良工事を実施しました。２０１３（平
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成２５）年度から２０２０（令和２）年度までの１人１年あたりに負担する経費は約１２,５００円

になります。 

ごみの減量と資源循環に関する取組を継続し、経費の削減、一般廃棄物処理施設の長

寿命化が求められます。 

 

表 6-７ 一般廃棄物に関する経費 

年度 
歳出（千円） １人１年あたりの 

経費（円） ごみ処理 し尿処理 

２０１３（平成２５） ７８２,６２２ ３６,４２１ １１,３５４ 

２０１４（平成２６） ７９８,７３６ ３５,５９７ １１,５１２ 

２０１５（平成２７） ８１０,８１６ ３８,７５５ １１,５９０ 

２０１６（平成２８） ８１７,９９０ ４１,９５８ １１,６５２ 

２０１７（平成２９） ８３３,６８４ ４０,８９０ １１,７０９ 

２０１８（平成３０） ８６７,１９２ ４１,２３２ １２,０７１ 

２０１９（令和元） １,２８１,４２９ ４０,５７３ １７,４７４ 

２０２０（令和２） ８９３,９９５ ３８,５７３ １２,２９６ 

※１人１年あたりの経費は次年度の４月１日現在の人口で推計 

資料：「一般廃棄物処理実態調査」（環境省）に基づき作成 

 

② 市民環境意識調査 

資源循環・ごみの廃棄にあたって実践していることについての設問では、「実践してい

る」、「ややしている」とした回答は、「ごみの分別・資源の再利用」が約９０％、続いて「食品

ロス（食べ残し、食材廃棄）の抑制」、「エコバッグ、マイボトル、マイ箸などの使用」が８０％

を超えています。 

 

 

図 6-１８ あなたが資源循環・ごみの廃棄について実践していること 
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（２） 環境施策 

環境施策１４ ごみ減量化の更なる推進 

 ホームページや広報紙、SNS等を通じてエコバッグ、マイボトル、マイ箸の利用促進を図

ります。 

 事業者と連携してワンウェイ（使い捨て）プラスチック製品を使わない呼びかけを行うとと

もに、食品ロス削減に向けた取組を呼びかけます。 

 スマートデバイスやコンピューター端末を最大限活用し、記録の電子化・ペーパーレスを

推進し、紙の使用を削減します。 

 

環境施策１５ 環境負荷の少ない生活スタイルの普及 

 環境に配慮した消費行動の心がけを奨励します 

 食品ロス削減に関する情報を提供し、食品のもったいない精神の定着を図ります。 

 ホームページや広報紙、ＳＮＳ・講座等を通じて生ごみの水切りの大切さを啓発します。 

 

（３） 環境配慮指針 

① 市民 

 生ごみは水切りを徹底し、生ごみの削減や堆肥化に努めます。 

 エコバッグ、マイボトル、マイ箸等を使用し、ごみの発生を抑えます。 

 環境に配慮した商品の購入を心がけます。 

 ワンウェイプラスチックの利用を減らします。 

 もったいない精神を心がけ、食べ物は残さず食べます。 

 食品は必要な分だけ購入する、調理するなどの工夫をしながら、食品ロスの削減に努め

ます。 

 

② 事業者 

 エコバッグ、マイボトル、マイ箸などを推奨し、ごみの発生を抑えます。 

 グリーン購入を心がけます。 

 ワンウェイプラスチックの利用を減らします。 

 電子化・ペーパーレス化を推奨し、紙の使用を減らします。 

 食品ロス削減に関する各種取組を進めます。 
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取組方針７  廃棄物の再使用と資源循環の推進（リユース・リサイクル） 

不用となったものはゆずったり、リターナブル容器を利用したりするなど、リユースの取組を

推進するとともに、資源の再利用を促すため、ごみの分別を徹底し、リサイクル率の向上を図り

ます。 

 

（１） 現状と課題 

① 資源循環 

２０２０（令和２）年度の資源化量は４,８５３ｔで資源化率は２４.３％となっています。２０１８

（平成３０）年度まで減少傾向でしたが、２０１９（令和元）年度以降上昇に転じ、２０１３（平成

２５）年度の資源化率まであと１％に満たないところまで回復しています。 

地域ぐるみでごみの分別と資源化に向けた取組が推進されていることがうかがえます。 

 

  

図 6-１９ 一般廃棄物の資源化の推移 

資料：「一般廃棄物処理実態調査」（環境省）に基づき作成 

 

② 市民環境意識調査 

前掲「取組方針６（１）②市民環境意識調査」で示したとおりです。 

 

（２） 環境施策 

環境施策１６ ごみ分別徹底の促進 

 「ごみと資源の出し方マニュアル」の配布や、ホームページや広報紙等を通じて、ごみの

分別徹底を周知します。 

 市の事務及び事業に必要な物品の購入にあたっては、グリーン購入を推進します。 
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 事業者に対しグリーン購入に関する情報を提供し、環境に配慮した物品調達を促進しま

す。 

 分別の徹底を図るため、「ごみ分別アプリ」の導入を検討します。 

 「エコキャップ運動」を継続し、リサイクル、CO２削減、発展途上国の医療支援、障がい

者・高齢者の雇用創出に貢献します。 

 

環境施策１７ 商品・製品再使用の推進 

 市民団体と連携し、余っている食材・食品は子ども食堂に「おすそ分け」する取組を支援

します。 

 フリーマーケットやバザー等の情報を発信します。 

 講座やイベント等を通して「ものを大切に扱い、長く使う」意識の定着を図ります。 

 民間事業者と連携してリターナブル容器の普及を推進します。 

 民間事業者と連携して「あげます・売ります」情報サイトを利用したリユースの取組を普

及します。 

 市役所や公民館等の公共施設に「リサイクル品回収ＢＯＸ」を設置するほか、地域団体と

連携し、衣類や子ども用品、読み終わった本、中学校の制服などのリユースを進めます。 

 

 

 

 

 

 

コラム⑤  フリーマーケットなどの開催 

市では、毎年４月に苗木市が、１１月には中仙

道武州蕨宿場まつりが開催され、各イベントの

一角でフリーマーケットが行われています。 

また、蕨戸田衛生センター組合では、搬入さ

れてきた粗大ごみを再生し、リサイクル家具と

して年に３回売払いが行われています。 

こうした取組は、３Ｒのうちのリユース（再使

用）になります。 

「ものを大切にして長く使う」、「不用なもの

は使いたい人に使ってもらう」取組を積極的に

進めましょう。 

イラスト掲載予定 
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環境施策１８ 蕨戸田衛生センター組合との連携強化 

 蕨戸田衛生センター組合と連携し、ごみの適正な処理と資源化を促進します。 

 蕨戸田衛生センター組合と連携し、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集と再商品化

を進めます。 

 リサイクルプラザでの粗大ごみのリユースを推進します。 

 リターナブル容器に関するリサイクルを継続します。 

 

（３） 環境配慮指針 

① 市民 

 ごみの分別・ルールを守ります。 

 使わなくなった物は、リユースやシェアリングをします。 

 

② 事業者 

 法令等に基づく適正な廃棄物処理を実施します。 

 ごみの分別による再資源化を徹底します。 

 

２．成果指標と個別目標 

成果指標 現状（２０2１年度） 目標（２０３２年度） 

市民一人一日あたりの 

ごみの排出量 
７４３ｇ ６７０ｇ 

エコキャップ回収数 976,960個 1,07０,０００個 
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コラム⑥  「捨てればごみ、分ければ資源」、資源循環は行政サービスに貢献 

毎日排出されるごみのうち、ビン、缶、ペットボトルなどリサイクルできるものは資源と

して蕨戸田衛生センター組合等で有価物として売払が行われ、市の財政として活用され

ます。みなさんのごみの分別の取組によって、毎年３,０００ｔ以上の資源化物が売り払わ

れ、４,０００万円以上が歳入として計上されています。 

廃棄されるごみを減らし、資源化率を上昇させることで、市の財政が豊かになり、行政

サービスの充実につながります。 
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１．施策の基本的な考え方とＳＤＧｓ 

１．１ 施策の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

基本目標３． みんなで守る 安心して暮らせる快適なまち 

私たちは美しい景観や穏やかな暮らしが維持できると心にゆとりが生まれます。地域一体

となり、きれいな街並みを形成することが、美化意識の向上、不法投棄されにくい環境の創

出やマナーが行き届いた生活環境の確保につながります。また、社会基盤を整備しながら災

害に強いまちづくりを進めます。 

コラム⑦  不法投棄は「しない」、「させない」、「許さない」 

市では、必要に応じて不法投棄禁止看板を配布し、不法投棄防止の注意喚起を行って

いますが、雑草が繁茂された土地や耕作放棄地、人目につきにくい場所、車が止めやす

い場所などで不法投棄されやすい現状があります。 

不法投棄された場合、土地の所有者（管理者）が処分しなければなりません。また、

不法投棄によって、周囲の景観を損ね、周辺にも迷惑をかける可能性があるほか、その

処分には相当な費用がかかる場合があります。 

不法投棄されにくい環境づくりにご協力をお願いします。 

【不法投棄されないために】 

○草を刈る、ごみを片付けるなどの周辺環境を整備する 

○プランターなどを置いて花を植える 

○柵やロープを張るなどして、土地に侵入できないようにする 

○不法投棄の未然防止や証拠を残すために監視カメラを設置する 

○不法投棄禁止看板を設置し、注意喚起する 

不法投棄は犯罪です！！罰則規定があります！！ 

５年以下の懲役、もしくは１,０００万円以下の罰金、またはその両方が科せら

れます。 

法人の場合には、３億円以下の罰金が科せられます。 

不法投棄を「しない」、「させない」、「許さない」をキーワードに取り組みましょう。 
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１．２ 基本目標と取組方針の関係 

 

 

１．３ ＳＤＧｓへの貢献 

ロゴマーク 目標（ゴール） 本市の貢献内容 

 

すべての人に健康と福祉を 人々の生命と財産を守るため、災害に強

いまちづくりを推進し、社会基盤の整備を

推進します。 

 

安全な水とトイレを世界中に 公共下水道の整備を進めるとともに、単独

処理浄化槽から合併処理浄化槽への転

換を促進し、衛生面で貢献します。 

 

住み続けられるまちづくりを 不法投棄対策、公害防止対策に取り組

み、快適で美しいまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組方針８ 清潔で美しいまちづくりの推進 

取組方針９ 暮らしやすい安心なまちづくりの推進 

基本目標３ 

 みんなで守る 安心して暮らせる快適なまち 
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取組方針８  清潔で美しいまちづくりの推進 

美化活動は、美しいまちづくりに貢献するだけでなく、地域コミュニティの活性化にもつな

がります。美化活動の輪を広げるため、イベントや地域交流等を通じて、美化意識の浸透を

図ります。 

「さわやか環境の日・クリーンわらび市民運動」や「花いっぱい運動」、「エコキャップ運動

（花苗との交換）」などにおいて、より参加しやすい取組を検討し、美化活動の普及を促進す

るとともに、不法投棄されにくい環境の整備に努めます。 

また、コロナ禍で在宅時間が増えたことにより「ペットブーム」となっています。飼育放棄や

ふんの放置などが増え、近隣環境への悪影響が顕在化しつつあるため、適切な飼育方法と

マナーの向上を啓発します。 

美しい街並みは不法投棄されにくい環境といえますが、パトロールを強化することで不法

投棄されやすい場所を把握し、重点的な美化活動を展開します。 

 

（１） 現状と課題 

① さわやか環境の日・クリーンわらび市民運動 

１９９０（平成２）年１０月から環境美化意識向上の取組の一つとして市内で一斉清掃活

動を行う「さわやか環境の日・クリーンわらび市民運動」を年２回実施しています。 

２０２０（令和２）年と２０２１（令和３）年の１回目の計３回については、新型コロナウイルス

感染症の拡大防止の観点から中止しましたが、例年７,０００人以上が参加し、約１.５トンの

ごみが収集されています。 

 

表 6-８ さわやか環境の日・クリーンわらび市民運動の参加推移 

年度 

回数・項目 
２０１６ 
（平成２８） 

２０１７ 
（平成２９） 

２０１８ 
（平成３０） 

２０１９ 
（令和元） 

２０２０ 
（令和２） 

２０２１ 
（令和３） 

１回目 

参加人数（人） ２,７００ ４,３５３ ４,２１３ ３,７４０ 

中止 中止 可燃ごみ（ｋｇ） ３,５４０ ６,５７０ ５,８１０ ６,６４０ 

不燃ごみ（ｋｇ） ６５０ ９１０ ７１０ ６３０ 

２回目 

参加人数（人） ４,１９７ ４,００５ ３,９５０ ３,６９５ 

中止 

３,３４０ 

可燃ごみ（ｋｇ） ９,６００ ８,５４０ ６,７３０ ７,５８０ ７,５９０ 

不燃ごみ（ｋｇ） ８１０ ８５０ ８００ ９２０ ８４０ 

合計 

参加人数（人） ６,８９７ ８,３５８ ８,１６３ ７,４３５ ０ ３,３４０ 

可燃ごみ（ｋｇ） １３,１４０ １５,１１０ １２,５４０ １４,２２０ ０ ７,５９０ 

不燃ごみ（ｋｇ） １,４６０ １,７６０ １,５１０ １,５５０ ０ ８４０ 

ごみ計（ｋｇ） １４,６００ １６,８７０ １４,０５０ １５,７７０ ０ ８,４３０ 
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② 不法投棄の状況 

地区別の不法投棄回収件数は表 6-９に示すとおりです。 

近年、申告・処理件数が増加傾向にあり、中央や塚越で不法投棄の件数が多くなって

います。 

 

表 6-９ 地区別不法投棄件数 

単位：件 

地区 

年度 
中央 南町 北町 錦町 塚越 合計 

２０１６ 

（平成２８） 
68 52 31 18 56 225 

２０１７ 

（平成２９） 
93 58 19 17 77 264 

２０１８ 

（平成３０） 
117 96 35 30 92 370 

２０１９ 

（令和元） 
102 47 20 23 66 258 

２０２０ 

（令和２） 
120 58 34 44 112 368 

２０２１ 

（令和３） 
82 54 29 26 111 302 

 

③ し尿処理の状況 

し尿処理の状況は、公共下水道の整備が進んでおり、浄化槽及び汲み取りし尿の処理

人口は減少傾向にあります。 

 

 

図 6-２０ し尿処理人口の推移 

資料：「一般廃棄物処理実態調査」（環境省）に基づき作成 
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④ 市民環境意識調査 

市民環境意識調査では、生活環境に関する実践について設問したところ、「実践してい

る」、「ややしている」とした回答は、「ごみのポイ捨てをしない」が９０％以上、「油などを排

水口に直接流さない」が８０％以上、「生活騒音・振動に配慮している」が７０％以上となっ

ています。一方、「地域のごみ拾い等、環境美化活動に参加」の実践が浸透していない状

況です。地域と協力して公共空間の美化を推進することが求められます。 

 

 

図 6-２１ 生活環境に関して実践していること 

 

将来の蕨市の環境にとって大切だと思うことを設問したところ、美化、交通の安全性、静

けさが上位の回答となっています。 

安全で美しい街並みで穏やかに暮らせるまちづくりが求められます。 

 

 

図 6-２２ 将来の蕨市の環境にとって大切だと思うこと（再掲） 
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ごみのポイ捨てをしない

油などを排水口に直接流さない

生活騒音・振動に配慮している

地域のごみ拾い等、環境美化活動に参加

している ややしている どちらともいえない

あまりしていない していない 無回答
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282 
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45 

23 
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ごみなどが落ちていないきれいなまち

交通の安全性が確保されたまち

閑静で心おだやかになれるまち

交通の利便性が高いまち

公園や広場などの憩いの場があるまち

街並みや景観が美しいまち

緑が豊かなまち

空気のきれいなまち

地球環境にやさしい取組を進めるまち

地域コミュニティが活発なまち

環境に関する情報提供が充実したまち

その他
n=2,347（複数回答）



 

74 

 

行政に望む声として「気候変動の影響による自然災害などへの対策」がもっとも多く、

「道路、公園、街路樹の整備」、「ごみの不法投棄に対する監視の充実」と続きます。 

市民一人ひとりでは解決できないような課題を行政がイニシアチブをとり、解消に向け

た取組を進めることが重要です。 

 

図 6-２３ 今後行政に進めて欲しい取組（再掲） 

 

（２） 環境施策 

環境施策１９ 美化意識の浸透と美化活動の促進 

 ホームページや広報紙、SNS等を通して美化活動への参加を促します。 

 「さわやか環境の日・クリーンわらび市民運動」を継続し、まちの美化を推進します。 

 ごみ出しマナーの更なる向上に向けて市民と連携して取組を進めます。 

 折りたたみ式燃やすごみ回収ＢＯＸの導入を検討します。 

 高齢者等宅のごみ戸別収集を実施します。 

 喫煙マナーの更なる徹底を図ります。 

 公園や道路、まちの美化に向けて自主的に活動している市民団体に対し、花苗の提供と

ともに、表彰制度や支援内容の充実を検討します。 

 違法駐車が多い場所には看板や道路標識等で注意喚起を行うとともに、警察と連携し

て違法駐車の巡回強化を行います。 

 

環境施策２０ 不法投棄対策の推進 

 ホームページや広報紙、SNS 等を通してペットの適切な飼育方法とマナーを啓発し、飼

育放棄やふんの放置の削減を図ります。 

 ポイ捨てや不法投棄に対し警告看板を設置するとともに、不法投棄対策に有効な取組を

検討します。 

337
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234

222

219

161

154
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93
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42

38

23

0 100 200 300 400

気候変動の影響による自然災害などへの対策

道路、公園、街路樹の整備

ごみの不法投棄に対する監視の充実

循環型社会（ごみの減量、リサイクル）の推進

地球温暖化対策及び脱炭素化の推進

緑・生き物・空気・水の保全

ペット飼育のマナー向上（ふんの放置など）の推進

環境調査・公害対策（騒音・振動・悪臭など）

国・県・近隣自治体との広域連携の充実

放置自転車・違法駐車対策

環境教育・環境学習の推進

環境に関する情報収集・公開

市民活動団体との連携・支援

その他
n=2,243（複数回答）
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 不法投棄されやすい場所を把握し、重点的な美化活動を展開し、不法投棄されにくい環

境を創出します。 

 町会や企業団体と連携し、不法投棄に対する情報共有を図ります。 

 

（３） 環境配慮指針 

① 市民 

 美しい街並みを維持するため、日頃から関心を持ち、積極的に美化活動に参加します。 

 ポイ捨て、不法投棄、歩きたばこは行いません。 

 ペットは適正な飼育を行います。 

 不法投棄されにくい環境づくりに努め、不法投棄を見つけたら市に情報を提供します。 

 マナーを守るとともにモラルのある行動を心がけ、近隣に配慮した生活を送ります。 

 

② 事業者 

 美しい街並みを維持する美化意識を持ち、積極的に美化活動に参加します。 

 ポイ捨て、不法投棄、歩きたばこは行いません。 

 法令に基づく適正な廃棄物処理を行います。 

 不法投棄されにくい環境づくりに努め、不法投棄を見つけたら市に情報を提供します。 

 マナーを守るとともにモラルのある行動を心がけ、近隣に配慮した事業活動を行います。 

 

取組方針９  暮らしやすい安心なまちづくりの推進 

本市では２０１５（平成２７）年３月に「蕨市地域防災計画」を策定し、災害に強いまちづくり

と防災・減災に取り組んでいます。環境面においては、近年頻発しているゲリラ豪雨や被害

が深刻化しつつある台風による風水害に備えるため、ライフライン施設・設備の計画的な更

新を行うとともに、ハザードマップの全戸配布、マイ・タイムラインの周知などを行っています。 

生活型公害に対して適切かつ迅速に対応し、早期解決を心がけ、市民が安心して暮らせ

るまちづくりに貢献します。科学の発展によって産業型公害は縮小していますが、環境保全

の観点から継続して対策に取り組む必要があります。また、昨今、「環境経営」が企業の評価

指標の一つとなっており、環境負荷を低減する取組を啓発し、適正指導を継続します。 

アスベストやＰＣＢ、ダイオキシン類等は、県や関係機関と連携して事業所等に適正指導を

図るとともに、大気汚染などの広域的な対応が必要な項目については、国とも連携し、情報

収集と監視に努めます。 

そのほか、公共下水道の整備を推進するとともに、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽

への転換を促進し、公共用水域の良好な水質の維持に努めます。 
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（１） 現状と課題 

① 大気汚染調査 

市では大気汚染調査を実施しており、毎月１回二酸化窒素（ＮＯ２）の測定を、年に１回ベ

ンゼンの測定を行っています。 

いずれも環境基準を満たしています。 

 

表 6-１０ 大気汚染調査の測定結果 

年度 

項目 
２０１６ 
（平成２８） 

２０１７ 
（平成２９） 

２０１８ 
（平成３０） 

２０１９ 
（令和元） 

２０２０ 
（令和２） 

２０２１ 
（令和３） 

環境 

基準 

二酸化窒素 

（ｐｐｍ） 
０.００５ ０.０１８ ０.０１９ ０.０１８ ０.０１６ ０.０１６ ０.０６ 

ベンゼン 

（μｇ/ｍ３） 
０.５ ０.５ ０.９ ０.８ ０.７ ０.６ ３ 

※１．二酸化窒素の測定結果は年平均値。 

※２．二酸化窒素の測定地点は生活環境係の庁舎、ベンゼンの測定地点は生活環境係庁舎近傍の国道１７号沿

いで実施。 

 

② 河川水質調査 

市では、毎年２回緑川及び見沼代用水で調査を実施し、河川・水路の汚濁状況を監視

しています。 

流入先となる荒川の環境基準Ｃ類型を参考とすると、いずれの項目も環境基準を満た

しています。 

 

表 6-１１ 河川水質調査の測定結果 

年度 

地点・項目 

２０１６ 

（平成２８） 

２０１７ 

（平成２９） 

２０１８ 

（平成３０） 

２０１９ 

（令和元） 

２０２０ 

（令和２） 

２０２１ 

（令和３） 
環境基準 

緑
川 

ｐＨ 

（ｐＨ） 
７.８ ８.４ ８.１ ７.４ ８.１ ７.９ ６.５～８.５ 

ＢＯＤ 

（ｍｇ/Ｌ） 
１.３ ０.６ １.５ １.５ ０.９ １.７ ５以下 

ＳＳ 

（ｍｇ/Ｌ） 
１６.０ ２.５ ９.０ ６.５ ４.５ ７.０ ５０以下 

ＤＯ 

（ｍｇ/Ｌ） 
１０.１ １２.４ １３.７ ９.７ １１.０ １３.５ ５以上 

見
沼
代
用
水 

ｐＨ 

（ｐＨ） 
７.７ ７.７ ７.７ ７.６ ７.６ ７.７ ６.５～８.５ 

ＢＯＤ 

（ｍｇ/Ｌ） 
１.７ １.０ １.９ ２.３ １.７ ２.７ ５以下 

ＳＳ 

（ｍｇ/Ｌ） 
１０.５ ７.０ １０.０ １０.５ ５.５ １０.０ ５０以下 

ＤＯ 

（ｍｇ/Ｌ） 
７.１ １１.０ ８.９ ８.１ ８.６ ７.４ ５以上 

※測定結果は各年度の年平均値。 
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③ ダイオキシン類調査 

市では、毎年２回市内３か所で大気中のダイオキシン類濃度を測定しています。 

いずれの測定地点も環境基準を大きく下回っており、良好な状態と考えられます。 

 

表 6-１２ ダイオキシン類濃度の測定結果 

単位：ｐｇ-ＴＥＱ/ｍ３ 

年度 

地点 
２０１６ 
（平成２８） 

２０１７ 
（平成２９） 

２０１８ 
（平成３０） 

２０１９ 
（令和元） 

２０２０ 
（令和２） 

２０２１ 
（令和３） 

環境 

基準 

西小学校 ０.０１５ ０.０３５ ０.０２６ ０.０２２ ０.０１２ ０.０１２ 

０.６ 市民会館 ０.０３７ ０.０３３ ０.０３３ ０.０２２ ０.０１４ ０.０１３ 

東小学校 ０.０４７ ０.０４３ ０.０２５ ０.０２２ ０.０１４ ０.０１９ 
※測定値は各年度の年平均値。 

 

④ 騒音 

市では、生活環境係庁舎近傍の国道１７号において、年１回騒音測定を実施し、道路交

通騒音の状況を監視しています。 

昼間、夜間ともに環境基準を満足していますが、交通量の多い道路では継続監視が必

要です。 

 

表 6-１３ 騒音調査の測定結果 

単位：ｄＢ 

年度 

時間 
２０１６ 
（平成２８） 

２０１７ 
（平成２９） 

２０１８ 
（平成３０） 

２０１９ 
（令和元） 

２０２０ 
（令和２） 

２０２１ 
（令和３） 

上段：環境基準 

下段：要請限度 

昼間 ６６ ６６ ６６ ６６ ６６ ６６ 
７０以下 

７５以下 

夜間 ６５ ６５ ６４ ６４ ６４ ６４ 
６５以下 

７０以下 
※昼間：午前６時から午後１０時まで、夜間：午後１０時から翌日午前６時まで 
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⑤ 光化学スモッグ 

目やのどに健康被害を及ぼす可能性のある光化学スモッグは、夏などの気温が高く、風

が弱い日に光化学オキシダントの濃度が高くなると発生し、県から注意報や警報が発令さ

れます。近年は、警報の発令はないものの、注意報は発令されています。 

光化学スモッグは、広範囲に及ぶ大気汚染問題であるため、国や県、近隣自治体との

連携による取組が求められます。 

 

表 6-１４ 光化学スモッグの発令状況 

年度 

県南中部 
２０１６ 
（平成２８） 

２０１７ 
（平成２９） 

２０１８ 
（平成３０） 

２０１９ 
（令和元） 

２０２０ 
（令和２） 

２０２１ 
（令和３） 

注意報 １ ６ ７ ６ ６ ２ 

警報 ― ― ― ― ― ― 

 

⑥ 公害苦情 

公害苦情は、増減を繰り返しながらおおむね年１０件前後で推移しており、騒音苦情、大

気汚染、悪臭の順となっています。 

道路交通騒音や建設作業騒音だけでなく、人口密度の高い本市ならではの生活型公

害の抑制が快適な日常生活を送ることにつながります。 

 

表 6-１５ 公害苦情の状況 

区分 

年度 

大気 

汚染 

水質 

汚濁 
騒音 振動 悪臭 

土壌 

汚染 
その他 合計 

２０１３ 

（平成２５） 
０ ０ ９ １ １ ０ ０ １１ 

２０１４ 

（平成２６） 
０ ０ ６ ０ １ ０ ０ ７ 

２０１５ 

（平成２７） 
０ ０ ６ ０ ２ ０ ０ ８ 

２０１６ 

（平成２８） 
０ ０ １０ ３ １ ０ ０ １４ 

２０１７ 

（平成２９） 
０ ０ ７ １ １ ０ ０ ９ 

２０１８ 

（平成３０） 
４ １ ７ ０ ４ ０ ０ １６ 

２０１９ 

（令和元） 
３ ０ ３ ０ １ ０ ０ ７ 

２０２０ 

（令和２） 
０ ０ ２ １ ２ １ ０ ６ 

 

⑦ 市民環境意識調査 

前掲「取組方針８（１）④市民環境意識調査」で示したとおりです。 
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（２） 環境施策 

環境施策２１ 災害に強い社会基盤の整備 

 雨水貯留・浸透施設の設置を推進し、雨水の流出抑制を図ります。（再掲） 

 歩道等は透水性舗装や街路樹を整備し、雨水の表面流出を軽減します。（再掲） 

 雨水下水道未整備地区での整備を進めます。（再掲） 

 「蕨市地域防災計画」を適切に運用し、災害時の円滑な避難や災害廃棄物の適正な処

理について啓発を図ります。（再掲） 

 ハザードマップや出前講座等を通じて、市民・事業者の防災・減災への意識高揚を図り

ます。（再掲） 

 事業者に対し BCPの作成を促進し、災害時の事業継続を支援します。（再掲） 

 ライフラインの施設・設備の計画的な更新を行います。 

 防風林の役割を担う街路樹を整備するとともに、家庭の庭木や事業所の樹木の植栽の

啓発を図ります。 

 

環境施策２２ 身近な環境問題への対応 

 都市・生活型公害を未然に防止するための啓発や情報発信を行います。 

 都市・生活型公害に関する苦情や相談に関して、適切かつ迅速に対応し、早期解決を心

がけます。 

 公共下水道の整備を推進するとともに、水質改善の大切さを啓発し、単独処理浄化槽か

ら合併処理浄化槽への転換を促進します。 

 

環境施策２３ 環境汚染対策の推進 

 県と連携して産業型公害に対する適正指導を行います。 

 「環境経営」が企業の評価指標の一つとなっていることを啓発し、環境負荷を低減する取

組を促進します。 

 定期的に大気測定、水質調査、ダイオキシン類調査、騒音測定を実施し、生活環境の監

視を行います。 

 アスベストや PCB、ダイオキシン類等の有害物質は、県や関係機関と連携して工場・事

業場に対し適正指導・助言を行います。 
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（３） 環境配慮指針 

① 市民 

 水の大切さを認識し、環境負荷の少ない排水を心がけます。 

 生活音に配慮し、日常生活を送ります。 

 単独処理浄化槽管理者は、合併処理浄化槽への転換に努めます。 

 

② 事業者 

 法令に基づき公害防止に努め、規制基準を遵守します。 

 解体・改修時のアスベスト対策や電気工作物に含まれるＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）対策

は、法令に基づき適正に処分します。 

 

２．成果指標と個別目標 

成果指標 現状（２０２１年度） 目標（２０３２年度） 

不法投棄回収件数 ３０２件 ２２０件 

「さわやか環境の日・クリーン 

わらび市民運動」参加者数 
７,４３５人※ ８,５００人 

各種環境調査結果 

（大気、水質、 

ダイオキシン類、騒音） 

すべて環境基準内 すべて環境基準内 

※「さわやか環境の日・クリーンわらび市民運動」は、年２回開催していますが、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止のため、２０２１（令和３）年度は１回の開催となり、２０２０（令和２）年度についても開催がなかったため、

参加者数の現状は、２０１９（令和元）年度の参加者数を掲載しています。  
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１．施策の基本的な考え方とＳＤＧｓ 

１．１ 施策の基本的な考え方 

 

 

 

 

  

基本目標４． みんなで育む 人と緑が共生できるまち 

市域面積が日本一小さく、そうした中でも人口が増加傾向を示している本市では、公園・

緑地等の開発が難しいため、現存する緑を適切に維持管理します。一方、壁面や庭先、ベラ

ンダ等に身近な緑を増やします。 

自然とともに育まれた本市の歴史と文化を保護するとともに、それを貴重な資源として学

ぶ機会を提供し、誰もに親しまれるまちづくりを推進します。 

こうした取組は生涯学習の一つとして、心にゆとりを与えます。 

コラム⑧  緑の効果 

緑化は、地球温暖化に対する二酸化炭素吸収

源として再認識されるなど、緑の役割や効果に対

する期待が高まっています。 

公園や街路樹、社寺林などの植栽は、気象緩

和、水質保全、自然災害防止、大気浄化、騒音防

止など、多面的機能を有していますが、庭木やプ

ランターなど比較的小さな緑にも精神安定、目隠

し、情操教育などの効能が考えられます。 

また、市で実施している花いっぱい運動では、その展開を通じて地域交流が期待され、

人と緑のつながりは、レクリエーションや景観形成など、まちの基盤づくりに貢献します。 

個別の敷地面積が大きい住宅や事業場は多くありませんが、市内に占めるそれらの空間

総量は大きなものとなります。住宅では庭やベランダ、壁面、住棟間のペデストリアンデッ

キなど、事業場では、外構、壁面、屋根・屋上などへの植栽が考えられ、花や緑を充実するこ

とで、心豊かで快適な生活空間の創出が図られます。 

写真・イラスト掲載予定 
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１．２ 基本目標と取組方針の関係 

 

 

１．３ ＳＤＧｓへの貢献 

ロゴマーク 目標（ゴール） 本市の貢献内容 

 

質の高い教育をみんなに 自然と歴史・文化を学ぶ機会を提供し、そ

の大切さを啓発します。 

 

住み続けられるまちづくりを 公園等の緑を保全するとともに、身近な緑

を創出し、快適なまちづくりに貢献します。 

 

気候変動に具体的な対策を 街路樹の整備、壁面や屋上、フェンス等の

緑化を推進し、風水害対策や暑さ対策を

推進します。 

 

陸の豊かさも守ろう 公園等の緑を保全するとともに、身近な緑

を創出し、緑の大切さを啓発します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組方針１０ 身近な緑と生き物の保全 

取組方針１１ 歴史的資源の活用 

基本目標４ 

 みんなで育む 人と緑が共生できるまち 
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取組方針１０  身近な緑と生き物の保全 

緑には、精神の安定、日差しの緩和、粉じん（土埃）の飛散抑制などの役割があり、公園や屋

敷林、街路樹のようにまとまった緑は、小さな生態系の創出、防風、視線誘導など多機能な面を

有しています。 

公園等の公共用地の緑を保全するとともに、公共施設への壁面・屋上緑化など緑の創出を

検討します。 

また、緑の機能・役割を理解し、市民・事業者の緑に対する意識と保全行動を促進するため、

その大切さについて啓発し、庭先やベランダ等の敷地内の緑の適切な維持管理を促進するほ

か、生垣の設置補助制度を継続し、住宅地の緑の創出を促進します。 

しかしながら、本市だけでは緑の創出に限界があることから、県や近隣自治体と連携してま

とまった緑を共有し、環境教育やレクリエーションの機会の提供について検討します。 

 

（１） 現状と課題 

① 緑 

都心のベッドタウンとして発展し、人口密度が高い本市においては、生物相は極めて乏

しいと考えられますが、まちづくりを進める中で公園や緑地が点在し、人々に安らぎと潤い

を与えています。 

こうした緑を大切に守り育むとともに、壁面、屋上、フェンス、庭先、ベランダ等の緑化を

促進し、身近な緑を確保することが求められます。 

 

② 生き物 

本市は、都心のベッドタウンとして発展し、都市化の進展により人口密度が高い状態が

続いているため、緑が少なく生物相が豊かではありません。 

２０１３（平成２５）年３月に策定した第２次計画でも、基礎資料調査として実施した市民

環境意識調査では、「以前より生き物が減った」と回答されており、トンボ、セミ、チョウなど

の昆虫類、スズメ、ツバメなどの鳥類、カエル、ザリガニ、メダカなど、主に田畑などの人里

に棲む動植物の減少が挙げられていました。 

市街化が進んだ結果、かつて見られていた生き物たちが棲みにくい環境となっており、

生き物とその生息・生育環境、生態系に配慮したまちづくりに取り組んでいく必要がありま

す。 
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③ 市民環境意識調査 

市民環境意識調査では、「自然の豊かさ」に「満足」、「やや満足」とした回答は３０％強、

「公園や緑地、街路樹の整備状況」については５０％弱の満足度となっています。 

一方、行政に望む取組として気候変動対策・地球温暖化対策・脱炭素化の推進、道路・

公園・街路樹の整備、ごみ・廃棄物対策などが挙げられています。 

個人では取り組むことが難しい自然的環境を創出するため、行政や市民団体、事業者

などが連携・協働して取り組むことが求められます。 

 

 

図 6-２４ 身近な環境についての満足度 

 

 

図 6-２５ 今後行政に進めて欲しい取組（再掲） 

 

（２） 環境施策 

環境施策２４ 公共用地の緑の保全と適切な維持管理の推進 

 公園や道路、まちの美化に向けて自主的に活動している市民団体に対し、花苗の提供と

ともに、表彰制度や支援内容の充実を検討します。（再掲） 

 公共施設の壁面・屋上緑化を進め、緑の創出を図るとともに、公園や街路樹を適切に管

理します。 

 

8%

11%

26%

37%

35%

31%

23%

16%

6%

4%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自然の豊かさ

公園や緑地・街路樹の整備状況

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

337

314

251

234

222

219

161

154

105

93

50

42

38

23

0 100 200 300 400

気候変動の影響による自然災害などへの対策

道路、公園、街路樹の整備

ごみの不法投棄に対する監視の充実

循環型社会（ごみの減量、リサイクル）の推進

地球温暖化対策及び脱炭素化の推進

緑・生き物・空気・水の保全

ペット飼育のマナー向上（ふんの放置など）の推進

環境調査・公害対策（騒音・振動・悪臭など）

国・県・近隣自治体との広域連携の充実

放置自転車・違法駐車対策

環境教育・環境学習の推進

環境に関する情報収集・公開

市民活動団体との連携・支援

その他
n=2,243（複数回答）
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環境施策２５ 民有地の緑の保全と適切な管理の促進 

 緑の大切さと多面的機能を啓発し、緑の創出意欲の向上を図ります。 

 「生垣設置奨励補助金」により家庭の緑化を支援します。 

 ６か所のファミリー菜園を通じて、土に親しむ機会を提供します。 

 「プランター・ファーム！ｉｎ わらび」を実施し、緑・土にふれあう機会を創出します。 

 「蕨市まちづくり指導要綱」に基づき、一定規模以上の宅地開発に際し、広場・緑地等の

整備を指導します。 

 壁面緑化や緑化フェンスの設置を啓発し、周辺環境の暑さ緩和や空調設備の省エネル

ギーを促進します。（再掲） 

 

環境施策２６ 社寺林・樹林の地域生態系に配慮した管理 

 保存樹木等を維持し、景観資源・歴史的な資源の保存に努めます。 

 ホームページや広報紙等を通して、地域生態系の大切さを啓発し、地域に適した樹木の

植栽を促進します。 

 

（３） 環境配慮指針 

① 市民 

 庭先やベランダ、緑のカーテンなど身近な緑を増やします。 

 生垣の補助制度を活用し、住宅地の緑の拡大に貢献します。 

 社寺林や樹木の保全に協力します。 

 

② 事業者 

 生態系や生物多様性について理解を深め、事業活動や開発の際には、自然環境に配慮

します。 

 敷地内の緑を適切に維持管理するとともに、壁面、屋上、フェンスなど更なる緑化の創出

に貢献します。 

 樹木の保全に協力します。 
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   取組方針１１  歴史的資源の活用 

本市は、かつては中山道の宿場町として発展し、特に中山道蕨宿には歴史的資源も多いこと

から、これらを活かした良好な景観形成を推進します。加えて、本市の自然と歴史・文化をたど

る散策ルートのＰＲを継続するとともに、出前講座や各種イベント時の啓発活動を推進し、あわ

せて自然との深い関わりについて学ぶ機会を提供します。 

 

（１） 現状と課題 

① 歴史的資源 

本市には、旧中山道を中心に貴重な歴史的資源が存在します。歴史は人々の生活と深

い関わりを持ちながら育まれてきました。これらを活用するとともに、学ぶ機会を提供し、

本市の付加価値とすることが求められます。 

 

② 市民環境意識調査 

前掲「取組方針１０（１）③市民環境意識調査」で示したとおりです。 

 

（２） 環境施策 

環境施策２７ 歴史的資源を活かした景観づくり 

 歴史的景観資源に調和する街並みの形成を誘導します。 

 良好な景観を確保するため、ホームページ等で「蕨市景観計画」を周知します。 

 

環境施策２８ 歴史・文化資源の活用 

 講座やイベント等を通じて歴史・文化に関する理解・知識を深め、まちへの愛着を育んで

いきます。 

 各種団体と連携して、まち歩きツアーやウォーキングイベントを行い、本市の魅力をＰＲし

ます。 

 

（３） 環境配慮指針 

① 市民 

 自然と歴史・文化に関わるイベント等に参加し、本市の歴史と文化についての知識を深

めます。 

 

② 事業者 

 自然と歴史・文化に関わるイベント等の開催を支援し、本市の歴史と文化の保全に貢献

します。 
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２．成果指標と個別目標 

成果指標 現状（２０２１年度） 目標（２０３２年度） 

公園等の自主管理団体数 ４１団体 ４２団体 

花いっぱい運動を行う 

公園等の団体数 
３１団体 ３２団体 

プランター・ファーム！ 

ｉｎ わらびの取組 
― 市内全域で展開 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

88 

 

 

 

１．施策の基本的な考え方とＳＤＧｓ 

１．１ 施策の基本的な考え方 

 

 

  

基本目標５． みんなで進める エコ・コミュニティのまち 

本市は、人と人のつながりが強く、豊かなコミュニティが形成されています。イベント等の開

催を通じて地域交流を更に促進し、環境保全活動の基盤を構築します。 

また、環境教育・環境学習の機会の提供を増やし、将来を担う子どもたちの教育レベルに

合った学習方法や、生涯学習としての啓発活動を推進します。 

コラム⑨  蕨市環境フォーラム 

環境教育の一環として市では定期的に「環境フォーラム」を開催し、市民向けに環境保

全に関する啓発を行っています。 

２０２２（令和４）年１０月に開催した蕨市環境フォー

ラムでは、認定ＮＰＯ法人環境ネットワーク埼玉の代表

理事 星野弘志氏を講師に迎え、「カーボンニュートラ

ル実現のために私たちにできること」と題して講演い

ただきました。 

地球温暖化による気温上昇のしくみを丁寧に解説

いただき、市域から排出される温室効果ガスの約 

４５％が家庭から排出されていることが示されまし

た。 

温室効果ガス排出量を減らす家庭でできる取組と

は、節電や窓の断熱化など「使うエネルギーを減らす

こと」、太陽光発電や環境保全貢献の電力会社への切

替など「エネルギーを創る・選ぶこと」、熱中症対策や

打ち水をするなど「気候変動の影響に備えること」を

勧めました。 

これらの取組は、決して生活の質を犠牲にするものではなく、経費削減や健康増進に

つながる生活の質を向上させる面も大きいことを示しています。 

講演資料の一部 
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１．２ 基本目標と取組方針の関係 

 

 

１．３ ＳＤＧｓへの貢献 

ロゴマーク 目標（ゴール） 本市の貢献内容 

 

質の高い教育をみんなに 環境教育・環境学習を通して環境の大切

さについて啓発します。 

 

人や国の不平等をなくそう 環境保全行動を浸透させ、あらゆる主体

による協働を目指します。 

 

住み続けられるまちづくりを 近隣や地域コミュニティを豊かなものと

し、誰もが安心して快適に暮らせるまちづ

くりを目指します。 

 

パートナーシップで目標を達成し

よう 

近隣自治体や県内外、国際交流を通して

さまざまな環境課題の解決に貢献します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組方針１２ 環境教育・環境学習の充実 

取組方針１３ パートナーシップの推進 

基本目標５ 

 みんなで進める エコ・コミュニティのまち 
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取組方針１２  環境教育・環境学習の充実 

環境保全活動について連携・協働するには、環境情報を共有することが大切です。環境審議

会や蕨市公衆衛生推進協議会などと連携した情報共有体制を構築するほか、県や近隣市とも

連携し、環境に関する情報について広く収集できる体制を整備します。 

市から「蕨市環境状況報告書」として環境調査結果や、環境フォーラム、さわやか環境の日・

クリーンわらび市民運動などのイベント開催結果などが公表されています。また、企業を中心に

環境報告書やＰＲＴＲ（化学物質排出量移動量届出）が公表されたり、ＳＤＳなど化学物質の取

り扱いに関する情報が公開されたりしています。これらの情報を集約し、広報紙やホームペー

ジ、ＳＮＳなどを活用して広く市民・事業者に対して発信に努めます。 

私たちは、環境問題を正しく理解し、解決策に向けた適切な取組を進めていくことが大切で

す。そうした取組の一環として、県と連携した環境カウンセラーや産学官連携による大学の講師、

産業分野のスペシャリストなどを招いた啓発活動を推進し、集団で環境保全活動に取り組む先

導者を育成します。 

また、環境に関心のない人に興味を持ってもらうことが環境保全活動の継続につながります。

祭りやその他イベント等の開催時には、環境ブースを設け、地域交流を深めながら啓発を図り

ます。 

 

（１） 現状と課題 

① 環境教育・環境学習 

学校では、学年に応じた環境に関する学習を進めているほか、蕨戸田衛生センター組

合と連携し、身近なごみや資源の問題を学習し、施設見学を行っています。 

また、定期的に開催している「環境フォーラム」や、要請のあった関係機関などへの出前

講座の開催、各種イベントを通して環境の大切さや、地球温暖化対策について啓発活動を

行っています。 

市が取り組んだ事業を中心に、その進捗状況について「蕨市環境状況報告書」として作

成し、ホームページ等で掲載しています。 

 

② 市民環境意識調査 

「将来の蕨市の環境にとって大切だと思うこと」や「今後行政に進めてほしい取組」では、

環境情報の共有、地域コミュニティの活性化などへの重要度が低い傾向となっています。 

環境保全活動や各主体の協働には、こうした取組が基盤になることから、環境教育・環

境学習等を通して啓発していく必要があります。 
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図 6-２６ 将来の蕨市の環境にとって大切だと思うこと（再掲） 

 

 

図 6-２７ 今後行政に進めてほしい取組（再掲） 

 

（２） 環境施策 

環境施策２９ 環境情報共有体制の構築 

 環境審議会や蕨市公衆衛生推進協議会などと連携した情報共有体制を構築します。 

 県や近隣市と連携し、環境に関する情報の収集・提供体制を構築します。 

 

 

 

346 

299 

293 

282 

261 

213 

194 

138 

137 

116 

45 

23 

0 100 200 300 400

ごみなどが落ちていないきれいなまち

交通の安全性が確保されたまち

閑静で心おだやかになれるまち

交通の利便性が高いまち

公園や広場などの憩いの場があるまち

街並みや景観が美しいまち

緑が豊かなまち

空気のきれいなまち

地球環境にやさしい取組を進めるまち

地域コミュニティが活発なまち

環境に関する情報提供が充実したまち

その他
n=2,347（複数回答）
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国・県・近隣自治体との広域連携の充実
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環境に関する情報収集・公開

市民活動団体との連携・支援

その他
n=2,243（複数回答）
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環境施策３０ 環境情報発信方法の拡充 

 「蕨市環境状況報告書」を作成・公表し、環境に関する情報を発信します。 

 スマートデバイスを活用した環境情報の発信を検討します。 

 市民や市民団体、企業等が発信した環境情報を集約し、広く周知する方法を検討します。 

 

環境施策３１ 環境教育・学習内容・イベントの充実 

 教科全般における環境教育や委員会活動を通して、児童・生徒が環境保全に取り組むと

ともに、より良い環境の創造に積極的に参加する意欲・態度を育成します。 

 県と連携した環境カウンセラーや産学官連携による大学の講師、産業分野のスペシャリ

ストなどを招き、児童・生徒に対しては教育委員会と連携して出前講座を開催します。 

 大人や家族向けに環境フォーラムや各種イベントでの環境講座を開催します。 

 各種イベント等を通じて環境リーダーの発掘を検討します。 

 

（３） 環境配慮指針 

① 市民 

 市のホームページや広報紙、国や国際機関のホームページ等から環境問題やその解決

方法等について情報収集し、知識を深めます。 

 環境に関する講座やセミナー、イベント等に積極的に参加し、知見を共有するとともに人

材交流を図ります。 

 

② 事業者 

 自らの事業活動について、環境保全の貢献性を公表するとともに、国や国際機関、企業

団体等から環境に関する情報を収集し、環境保全の貢献につなげます。 

 従業員に対し、環境教育・環境学習の機会を提供し、正しい知識の習得を奨励します。 
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取組方針１３  パートナーシップの推進 

環境問題に関する国際的な動向や広域的な課題については、国や県から情報を収集するほ

か、生活環境等の身近な環境問題とその解決方法についても、近隣市や関係団体と情報共有

し、広域連携の強化を推進します。 

また、地球温暖化やそれに伴う気候変動に関する情報は、埼玉県地球温暖化防止活動推進

センター及び埼玉県気候変動適応センターと連携し、緩和策及び適応策を推進します。 

そうした中、人口が増加傾向である本市では、環境保全意識を醸成することで、活動の輪を

広げ、快適なまちづくりを推進することが重要です。しかしながら、環境保全活動を行っている

一部の市民団体では高齢化などにより、活動存続の課題があることから、環境ボランティアの

増員に向けて、あらゆる媒体を駆使し、その活動を支援します。 

 

（１） 現状と課題 

① 協働 

さわやか環境の日・クリーンわらび市民運動は、２０２０（令和２）年と２０２１（令和３）年の

１回目の計３回については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から中止しまし

たが、２０２１（令和３）の２回目から再開し、３,０００人以上の参加によって協働による環境

美化活動が実施されました。 

また、市民団体「蕨市公衆衛生推進協議会」と連携し、町会単位で環境や廃棄物につい

て意見交換が行われています。 

「わらびネットワークステーション」は、「ＮＰＯ法人わらび市民ネット」と市が協働で運営

し、市民活動の情報収集・発信をはじめ、人材や団体の育成、活動に関する相談の受付な

ど、市民活動をサポートしています。 

 

② 市民環境意識調査 

「まちの大きさ」、「近隣との関係性」、「コミュニティ活動の充実」について、「満足」、「や

や満足」との回答を合計すると、それぞれ、６０％、約５０％、約３０％となっています。また、

「重要」、「やや重要」の合計は、それぞれ約４０％、約７０％、約５０％となっています。 

近隣に配慮した行動やコミュニティ活動を充実させることが地域交流を活性化し、環境

保全活動につながると考えられます。 
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図 6-２８ 身近な環境の満足度 

 

 

図 6-２９ 身近な環境の重要度 

 

（２） 環境施策 

環境施策３２ 国・県・近隣自治体との広域連携の強化 

 国・県・近隣自治体等との広域連携を強化します。 

 国・県・関係機関等から環境に関する情報を収集します。 

 身近な環境問題について、近隣市と情報共有します。 

 埼玉県地球温暖化防止活動推進センター及び埼玉県気候変動適応センターと連携し、

緩和策及び適応策を推進します。 

 

環境施策３３ 各主体連携体制構築の推進 

 環境保全の協働を推進するため、市民、事業者、行政のより円滑な連携体制の構築を目

指します。 

 環境保全活動に関わる団体の育成・支援に努めるため、わらびネットワークステーション

との連携を図ります。 

 環境保全活動に積極的な市民活動団体（仮称）蕨市環境市民会議の設置を検討します。 

 各種イベント等を通じて市民の環境保全意識の向上を図り、各種活動につなげていきま

す。 
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（３） 環境配慮指針 

① 市民 

 環境ボランティアの活動に積極的に参加し、情報交換を行うとともに環境保全に貢献し

ます。 

 各種団体との交流を図り、環境保全活動のネットワークを広げます。 

 

② 事業者 

 市、市民との交流を図り、環境保全活動のネットワークを広げます。 

 市民団体が取り組む環境保全活動に協力・支援します。 

 

２．成果指標と個別目標 

成果指標 現状（２０２１年度） 目標（２０３２年度） 

他自治体・民間企業との 

協定締結の数 
０件 ５件 

わらびネットワーク 

ステーションの環境関係 

団体登録数 

６団体 １０団体 
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１．計画の推進体制 

前掲「基本目標５．みんなで進める エコ・コミュニティのまち」で示したように、一人ひとりの

環境保全活動のほかに、個人では解決できない課題を市民、事業者、行政の協働によって解

消に向けた取組を推進します。 

なお、本計画の運用については、次の組織が中心となって運用し、市民、事業者に対して活

動の輪を広げます。 

 

１．１ 蕨市環境審議会 

「蕨市環境基本条例」第２３条に基づき設置される組織で、学識経験者、市議会議員、市民の

代表、事業者の代表、関係行政機関の職員から構成されます。 

市長の諮問に応じ、環境基本計画の調査審議を行うとともに、環境の保全及び創造に関し、

客観的な立場から意見・提言を行います。 

 

１．２ 蕨市環境基本計画策定庁内連絡会 

庁内の管理職クラスから構成された組織で、環境基本計画の運用、環境施策の進捗に関し

て方向性等について検討し、横断的な調整を図ります。 

 

１．３ 事務局（市民生活部安全安心推進課生活環境係） 

本計画を所管する部署に置き、本計画の調整、各会議の進行・調整等を行います。 

 

２．計画の進捗管理 

本計画の環境施策を着実に実行するため、進捗管理はＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき、

Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実行）、Ｃｈｅｃｋ（点検）、Ａｃｔｉｏｎ（改善）を繰り返し、計画運用の実効性を高

めていきます。 

 

 

 

 
Ａｃｔｉｏｎ

（改善）

Ｐｌａｎ

（計画）

Ｄｏ

（実行）

Ｃｈｅｃｋ

（点検）

Ｐｌａｎ（計画） 

本計画の策定並びに本計画に基づく環境施策・取組を

立案します。 

Ｄｏ（実行） 

各施策を展開し、各主体の取組を実践します。 

Ｃｈｅｃｋ（点検） 

本計画の運用状況について把握し、蕨市環境審議会に

報告します。また、年次報告書を作成し公表します。 

Ａｃｔｉｏｎ（改善） 

本計画の方向性や各取組を見直し、計画運用に反映さ

せます。 


